
第 1 0 回 ｢産科医療補償制度運営委員会 ｣

- 第 1 回制度見直 しの検討- 次第

日 時 : 平成 2 4 年 2 月 1 5 日 (水 )

1 6 時 0 0 分~ 1 8 時 0 0 分

場所 : 日 本医療機能評価機構 9 階ホール

ー 開 会

2 . 議 事

1 ) 第 9 回運営委員会の主な意見 について

2 ) 産科医療補償制度運営委員会の位置付け等について

3 ) 現行制度の現状 と 評価について

4 ) ヒ ヤ リ ン グ

5 ) 主な検討課題 と 論点について

6 ) そ の他

3 . 閉 会



1 ) 第 9 回運営委員会 (平成 23 年 1 2 月 1 3 日 開催 ) の主な意見につ いて

【検討体制等に関す る ご意見】

○ 制度 を どの よ う な方向 に変 え てい く の か と い う 骨子は専門委員か ら上げる

の ではな く 、 運営委員会で方向性を決め て専門委員会に下 ろ し 、 具体的に検

討 して も ら う 形が望ま しい 。

○ 運営委員会は現行制度の運営について審議す る委員会だが 、 新制度に 向 け

た 見直 し を行 う の であれば位置付け を 明確に してお く 必要が あ る 。 運営委員

会 の審議結果が どの よ う 護こ反映 さ れ る のか 、 場合に よ っ て は委員会規則の改

訂 も含めて組織 と して正式に決定 して ほ しい。

【 ス ケ ジ ュ ール 、 デー タ 等に関す る ご意見 】

○ 審査委員会の立場か らす る と 、 判断に悩む症例 も 多 く 、 児の状態 も刻 々 と

変 わ る 。 補償対象 と い う 概念の曖昧な部分が は っ き り と し て き てお り 、 5 年

後 を 目 処に見直す こ と は正 しい と 思 う 。 是非 と も さ ら に精度の高い も の に し

て ほ しい。

○ 見直 しのス ケジュ ール (案) が タ イ ト 過 ぎ る の ではないか。 平成 2 1 年に

出生 した児が 3 歳 を迎 え る の が平成 2 4 年末ま でであ り 、 そ の あ た り ま で 申

請数を見てか ら 見直す時間的余裕があ る と よ い 。 5 年後の見直 し は準備委員

会で決め た話であ り 、 運営委員会で議論する過程でス ケ ジュールについて も

あ わせて検討 した ほ う が よ い。

○ 制度開始か ら 3 年 しか経っ てい ない時期であ り 、 制度のそ も そ も論 を検討

す る た めの十分なデー タ はそ ろ っ てい る と 言 え る の か。 ま た 、 原因分析報告

書のア ンケー ト 調査の結果 も見直 しに活用 さ れ る の か。 補償対象 と なっ た保

護者等を対象 と した ア ンケー ト調査等を行 う こ と は可能か。

○ 制度の現状について様々 な分析を したデー タ が な ければ十分な議論が で き

ないので 、 制度に 関係 してい る分娩機関や妊産婦だけでな く 、 そ の他の 関係

者に も調査等を して ほ しい。

○ 財源的な部分が明確に な っ ていない と 補償範囲の拡大等の議論が困難なの

で明確に して ほ しい。

【見直 し後制度の契約上の考え方等に関す る ご意見】

○ 新制度が平成 2 6 年か ら 施行 される 場合 、 そ の前の段階で補償 申請 をすべ

き か。 補償対象 と の決定が な さ れて しま う と 、 新制度で再申請がで き な いは

ずであ り 、 どの よ う " こ考 えれば よ いか。

○ 契約であ る か ら に は一般的には遡及は し ないが 、 有利な形の遡及であれば

双方が合意すれば理論上は可能。 しか しかな り 複雑に な る た め 、 考えやすい



の は新制度開始以降の 出生 と 以前の 出生 と で切 り 分け る 方法。 どれが一番良

い形か運営委員会で検討の上で、 現実的な可能性の有無を探 る形が望ま しい。

○ 基本的には遡及 し な いが 、 内容や当局 と の 関係 も含め て 、 見直 しの 中で検

討 していき たい。



2 ) 産科医療補償制度運営委員会の位置付け等について

( 1 ) 産科医療補償制度運営委員会の位置付けにつ いて

○ 産科医療補償制度運営委員会は 、 運営組織であ る公益財団法人 日 本医療機能

評価機構の定款第 4 6 条 (委員会等) お よ び委員会等設置規則第 3 条 (委員会)

の規定に基づき執行理事の諮問機関 と して設置 された委員会であ り 、 産科医療

補償制度運営委員会規則第 2 条 (審議事項) において 、 執行理事の諮問に応 じ

て産科医療補償制度の運営に 関す る事項を審議する こ と と してい る 。

○ 平成 2 4 年 1 月 2 0 日 に開催 さ れた公益財団法人 日 本医療機能評価機構運営

会議において 、 運営委員会規則第 2 条の ｢産科医療補償制度の運営に関す る事

項｣ には制度の見直 し に関する事項 も含む こ と 、 ただ し明確化の観点で 、 今後

規則 を以下の と お り 改定する こ と を確認 した。

【 現行規則 】 委員会は 、 執行理事の諮問に応 じて 、 産科医療補償制度の運営

に関する事項を審議する 。

【 改 定 案 】 委員会は 、 執行理事の諮問 に応 じて 、 産科医療補償制度の運営

お よび産科医療補償制度の見直 しに関する事項を審議する 。

○ 運営委員会で審議を行っ て取 り ま と め た見直 し内容に係 る報告書について は 、

公益財団法人 日 本医療機能評価機構の運営会議お よ び理事会に諮る こ と と して

い る 。

( 2 ) 制度見直 uこ係 る ス ケ ジ ュールに つ いて

○ 前回運営委員会において報告の と お り 、 制度開始か ら 5 年後 と な る 平成 2 6

年 1 月 に見直 し後 の新制度 を開始する こ と を 目 処に 、 検討を進め る 。

○ ただ し 、 運営委員会にお け る 検討状況や見直 し るこ必要なデー タ の収集の状況

等に よ り 新制度の 開始時期の変更が必要 と 考 え ら れる場合は 、 新制度の 開始時

期 も含めて検討を行 う 。



3 ) 現行制度の現状 と 評価につ いて

○ 制度の見直 し に 向 けた検討を行 う に際 して 、 現行制度が産科医療関係者や脳

性麻痺児 と その家族 、 お よ びそ の他の関係者に と っ て どの よ う な影響を与えて

お り 、 本制度の所期の 目 的 を果た してい る か ど う か 、 お よ び どの よ う な課題が

あ る かについて検証 し評価する こ と に よ り 、 それ ら の各関係者に と っ て よ り 有

益かつ有意義な制度 と な る よ う 見直 し を行 う 。

○ 本制度は 、 産科医不足等を背景 と して 、 ｢分娩に係 る 医療事故に よ り 脳性麻痺

と な っ た児お よ びそ の家族の経済的負担を速やかに補償する と と も に 、 事故原

因の分析を行い 、 将来の 同種事故の防止に資する情報 を提供する こ と な どに よ

り 、 紛争の防止 ･ 早期解決お よび産科医療の質の 向上を図 る ｣ (産科医療補償制

度補償約款第 1 条) こ と を 目 的 と して 、 創設 された。

○ 現行制度の効用 を測 る に あた っ て は 、 所期の 目 的 に照 ら して現状の評価を行

う こ と が適当 であ り 、 以下の観点で現状を取 り ま と め る 。

( 1 ) 重度脳性麻痺児へ の速や かな補償

( 2 ) 紛争の防止 ･ 早期解決

( 3 ) 再発防止に資す る !情報提供 と 産科医療の質の向上

( 4 ) 産科医療提供体制の改善

○ なお 、 本制度の補償申請が可能な期間は生後 1 歳か ら 5 歳の誕生 日 ま でであ

り 、 平成 2 1 年生まれの児 に係 る補償対象者数が確定す る の は 、 平成 2 7 年 と

な る 。

○ ま た 、 脳性麻痺の原因分析は 、 補償対象 と 認定 さ れた事案について認定後 に

原因分析に着手 し 1 年前後 をかけて行われ る た め 、 平成 2 1 年生まれの児に係

る補償対象事案につき原因分析が完了す る の は、 平成 2 8 年頃 と な る 。

○ こ の た め 、 現時点では正確に評価を行 う こ と が 困難な項 目 も あ る が 、 可能な

範囲で現状 と 実績を取 り ま と め 、 上記の各項 目 について評価を行 う 。

( 1 ) 重度脳性麻痺児への速やかな補償

ア . 補償対象者数の状況

○ 平成 2 1 年 9 月 以降 、 毎月 審査委員会を 開催 し 、 補償の 申請が行われた事案

につ き 、 補償対象に該当す る か否かの審査 を行っ て い る 。
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○ 制度開始以降 、 平成 2 3 年 1 2 月 ま での審査結果の累計は 、 表 1 の と お り で

あ る 。

< 表 1 > 制度開始以降の審査結果の累計

200 0g以上かつ33週以上 1 59 8 1

0

8 1

H2 1年生まれの児 28週以上かつ所定の要件 18 1

合計 1 77 1 5 8

20 0og以上かつ33週以上 87 84 2

H22年生まれの児 28週以上かつ所定の要件 7 7

合計 94 9 1

総計 274 2 52 1 0

【補償対象事案の状況】

○ 補償対象 と 認定 さ れた 2 5 2 件の う ち 、 2 3 3 件 (約 92 . 5% ) が在胎週数 3

3 週以上かつ出生体重 2 , 0 0 0 g 以上の一般審査、 1 9 件 (約 7 . 5% ) が在胎

週数 2 8 週以上かつ所定の条件の個別審査に よ り 補償対象 と な っ てい る 。

○ 制度設計段階においては 、 地域性の あ る 限定 されたデー タ に基づ く も のでは

あ る が 、 個別審査に よ る補償対象件数の割合を概ね 6%~ 1 5%程度 と 見込んで

お り 、 見込みの範囲内の分布 と 考え られ る 。

○ ま た 、 上記割合は平成 2 1 年生まれの児 と 平成 2 2 年生まれの児でほぼ同水

準であ り 、 現在の と こ ろ診断や補償申請の時期に よ る 差異は見 られない。

【補償対象外事案の状況】

○ 補償対象外 と された事案は合計 1 9 件であ り 、 概要は表 2 の と お り であ る 。

<表 2 > 補償対象外事案の概要

区分 内容 と 件数 代表的な具体例

補償対象外

児の先天性要因 ま た は児の新生児期の要

因 に よ っ て発生 した脳性麻痺の事案

･ ･ 4 件

両側性の広範 な脳奇形 に よ

る脳性麻痺
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【平成 2 1 年生 ま れの補償対象者の状況 】

○ 補償 申請期間は原則 と して児の満 1 歳か ら満 5 歳の誕生 日 ま で (極めて重症

で診断が可能な場合に限 り 生後 6 ヶ 月 以降) と し てい る 。 こ のた め 、 平成 2 1

年生まれの児であ っ て も 、 平成 2 6 年が終了 し補償 申請お よび審査が完了する

ま で補償対象者数が確定 しない。

○ こ のた め 、 現時点で最終的 な補償対象者数を予測する こ と は困難であ る が 、

制度見直 し において補償対象範囲等の検討を行 う るこ あ た っ て は現行制度にお け

る補償対象者数の予測は極め て重要であ り 、 平成 2 1 年生まれの児に係 る補償

申請等の状況について以下に概観する 。

○ こ れま でに補償対象 と 認定 された 1 5 8 件について 、 補償対象 と 認定 さ れた

時期に係 る状況は表 3 の と お り であ る 。

< 表 3 > 平成 2 1 年生まれの児の補償対象認定数の推移

補償対象認定数の推移 《 平成2 1 年出 生分 》

　　

!Z

′ "

件

　 　

　 　

鬮曲調言朧 . 剛 囮 .
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在胎週数 28 週以上の個別審査において補

償対象基準を満た さ ない事案 ･ ･ 6 件

臍帯動脈血 p H 値が 7 . 1 以上

で 、 胎児心拍数モ ニ タ ー も所

定の状態 を満た さ ない。

補償対象外

(再申請可能)

現時点では将来の障害程度の予測が難 し

く 補償対象 と 判断でき ない も のの 、 適切な

時期に再度診断が行われる こ と 等に よ り 、

将来補償対象 と 認定で き る 可能性が あ る

事案 ･ ･ 9 件

現時点の児の動作 ･ 活動状況

で は将来 の 障害程度 の予測

が 困難

R
U



○ 補償対象認定数は 、 平成 2 3 年前半ま では緩やかな増加傾向 を示 した が 、 平

成 2 3 年後半か ら はやや減少傾向 に転 じてい る 。 こ れは 、 平成 2 1 年生まれの

児の多 く が 1 歳 6 ヶ 月 を迎えた時期 と 重な る 。

○ ま た 、 こ れま でに補償対象 と 認定 された 1 5 8 件について 、 診断書が作成 さ

れた時期の分布は表 4 の と お り であ る 。

< 表 4 > 平成 2 1 年生まれの児に係 る診断時期 の分布

診断時期の分布 (補償対象者) 《 平成2 1 年出 生分》

お
“

弱渉

1 o n 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 2 1 2 2 2 3

月 月 月 月 月 月 月 自 負 角 倉 角 倉 角 負 名 有 名 芦 名 芦 名 角 名 芦 名 角 倉 名
0 0 0 0 0 5 2 0 1 5 8 2 6 8 5 1 3 5 2 1 3 0 3 1 0

0 生後 6 ヶ 月 過 ぎ 、 生後 1 歳過 ぎ 、 生後 1 歳 6 ヶ 月 過 ぎに多 く の診断が行われ

てし 、 る 。

○ こ の点に 関 して 、 本制度では 、 障害程度の再認定を行わずに速やかな補償を

実現す る た め に 、 動作 ･ 活動の状況等か ら 将来的 な重症度を予測す る GM F C

S を活用 した診断基準を用 いてお り 、 診断医向 け の ｢診断書作成の手引 き ｣ に

おいて 、 動作 ･ 活動の状況毎の診断時期の 目 安を表 5 の と お り 示 してい る 。

< 表 5 > 下肢 ･ 体幹に 関す る判断 目 安 ( ｢診断書作成の手引 き ｣ よ り 抜粋)

年 齢 補償対象 と な ら な い可能性が高 い児の状態

6 ヶ 月 か ら 1 歳未満 重力 に抗 し て頸部の コ ン ト ロ ール がで き る

1 歳か ら l 歳 6 ヶ 月 未満 寝返 り を含め て 、 体幹 を動かす こ と がで き る

1 歳 6 ヶ 月 か ら 3 歳未満 1 人 で坐位姿勢が保持で き る

3 歳か ら 4 歳未満
床か ら 立 ち 上 が っ て 立位に な る 、 あ る い は 四 つ這 い等の移

動が可能で あ る

4 歳か ら 5 歳未満 安定 し た 歩行が可能で あ る

○ 表 4 の診断時期の分布は 、 こ れま での と こ ろ 、 概ね表 5 の適切な診断時期に

沿っ た も の であ り 、 平成 2 1 年生まれの児が 2 歳前後 と な る平成 2 3 年後半は



新た に診断が可能 と な る ケース が少な く 補償 申請数が減少する こ と は 自 然で あ

る と 考え られ る 。

○ ま た 、 次の年齢区分であ る 生後 3 歳お よ び 4 歳の時点において重症度の判定

が可能 と な り 、 補償 申請が行われる ケース が今後増加する も の と 考え られ る 。

○ 特に生後 3 歳については 、 低緊張型の脳性麻痺や運動障害の部位が上肢のみ

の場合は生後 3 歳以降に診断をす る よ う 同手引 き 等で周知 して い る こ と か ら 、

相 当数の増加が見込まれる 。

○ ま た 、 こ れま で に補償対象 と 認定 された 1 5 8 件の う ち 、 1 5 3 件が身体障

害者障害程度等級の 1 級相 当 、 5 件が 2 級相 当 であ る こ と か ら 、 今後 2 級相 当

の児について も診断が行われ、 補償 申 請が行われる も の と 見込まれる 。

○ 上記 よ り 、 平成 2 1 年生まれの児 におけ る最終的な補償対象者数を予測す る

た め に は 、 同年生まれの児の多 く が生後 3 歳 と な る 平成 2 4 年の状況 を注視す

る必要が あ る 。 同時に 、 昨年実施 した ｢重度脳性麻痺児の予後に関する 医学的

調査 ｣ において収集 し た 、 沖縄県の療育施設で療育が行われた脳性麻痺児 5 9

5 名 のデー タ 等を活用 しなが ら 、 現行制度での補償対象者数の予測を行 う 。

イ . 補償金支払ま での期間

【補償 申請か ら補償金支払 ま で の期間 】

○ こ れま で補償対象 と 認定 さ れた 2 5 2 件にお け る 、 補償 申請か ら補償金支払

ま での平均期間 (※ ) は 7 3 日 であ る 。

※ すべて の必要書類が運営組織に提出 され受理通知書を発出 した 日 か ら 、 補償金の

着金 日 ま での期間

○ そ の 内訳は 、 受理通知か ら審査結果通知ま でが 3 4 日 (補償約款上は原則 と

して 9 0 日 以 内 と 規定) 、 そ の後補償請求者が補償金請求を行 う ま でが 2 5 日 、

補償金請求を受けてか ら補償金の支払ま でが 1 4 日 (補償約款上は原則 と して

6 0 日 以内 と 規定) と な っ てい る 。

○ 損害賠償においては 、 訴訟であれば提訴か ら終結ま で 2 年前後 、 訴訟外であ

っ て も 損害賠償請求か ら示談の成立ま でに数ヶ 月 を要す る こ と が多い 中 、 本制

度において は 申 請か ら 2 ヶ 月 強で補償金の支払を行っ てお り 、 保護者に と っ て

は児の看護 ･ 介護に必要な費用 につ き速やかに支払 を受 け る こ と ができ てい る 。
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( 2 ) 紛争の防止 ･ 早期解決

ア . 損害賠償請求等の状況

ア ) 補償対象 と 認定 さ れた事案に お ける状況

○ 本制度では 、 分娩機関が重度脳性麻痺について法律上の損害賠償責任を負 う

場合、 本制度か ら 支払われる補償金 と 損害賠償金の調整を行 う こ と と な っ てい

る 。

○ こ の た め 、 分娩機関が損害賠償請求を受 けた場合に は運営組織に対 してそ の

旨 を速やかに報告す る こ と を産科医療補償制度加入規約において定め てお り 、

補償対象 と認定 さ れた事案に係 る損害賠償請求の有無等の状況を運営組織にお

いて把握する こ と ができ る 。

○ 運営組織において平成 2 3 年 1 2 月 末時点で把握 して い る 損害賠償請求等の

状況は以下の と お り であ る 。

【損害賠償請求等の状況 に つ い て 】

○ 平成 2 3 年 1 2 月 末ま でに補償対象 と 認定 さ れた 2 5 2 件の 内 、 損害賠償請

求等が行われてい る事案は 1 8 件 ( 7 . 1 % ) で あ る 。

○ ま た 、 1 8 件の 内 、 2 件 (0 . 8% ) について は 、 損害賠償が確定 し 、 調整済み

であ る 。

○ なお 、 補償対象 と 認定 さ れてか ら 、 す ぐには損害賠償請求等に至 ら ない場合

も考え られる こ と か ら 、 補償対象 と 認定 さ れてか ら 半年以上経過 してい る事案

に限定す る と 、 平成 2 3 年 1 2 月 末時点で 1 7 8 件であ り 、 その 内 、 損害賠償

請求等が行われてい る事案は 1 4 件 ( 7 . 9% ) で あ る 。

○ 同様に 、 補償対象 と認定 されてか ら 1 年以上経過 して い る 事案に限定する と 、

平成 2 3 年 1 2 月 末時点で 1 0 8 件であ り 、 そ の 内 、 損害賠償請求等が行われ

てい る事案は 9 件 (8 . 3% ) であ る 。

○ よ っ て 、 現在の と こ ろ 時間的な経過 と と も に 、 損害賠償請求等が行われてい

る事案の比率が大き く 増加す る傾向は見 られない。

【損害賠償請求等の態様 に つ いて 】

○ 損害賠償請求等が行われた 1 8 件の 内 、 既に損害賠償が確定 した 2 件につい

ては 、 いずれ も訴訟に よ ら ずに決着 して い る 。

0 そ の他の 1 6 件の 内訳については 、 訴訟が提起 さ れて い る事案が 3 件 、 訳外

の賠償交渉中 の事案が 5 件 、 証拠保全のみで 、 訴訟の提起や賠償交渉が行われ

てい ない事案が 8 件であ る 。

9



【損害賠償責任確定ま での期間 に つ い て 】

○ 既に損害賠償責任が確定 して い る 2 件の 内 、 1 件について は 、 損害賠償請求

か ら賠償責任確定ま での期間は約 2 年であ る 。

○ も う 1 件については 、 補償 申請前に賠償責任が確定 してい る た め 、 損害賠償

請求か ら賠償責任確定ま での期間は不明であ る 。

イ ) 運営組織で把握 し て い る その他の事案の状況

○ 補償 申請に際 して は 、 分娩機関がそ の都度運営組織か ら専用 の書式を取 り 寄

せ る仕組み と してお り 、 補償 申請用 の書式を送付 した ケース については 、 運営

組織にて定期的に分娩機関に補償 申請の進捗状況等の確認を行っ てい る 。

○ 補償対象事案ではない も の の 、 将来補償 申請の可能性があ る事案につ き進捗

状況等の確認 を行 う 中 で運営組織において把握 した損害賠償請求等に係 る事案

と して 、 以下の よ う な事案が合計 9 件あ る 。

幸 補償 申請を行 う こ と な く 、 損害賠償責任が確定済の事案
: 補償 申請を行 う こ と な く 、 損害賠償請求等が行われてい る事案

l ･ 補償 申 請 も検討 してい る が 、 並行 して損害賠償請求等が行われてい る事案 :
“ 現在審査中の事案で、 既に損害賠償請求等が行われてい る事案

ウ ) 運営組織で把握 し て いな い事案

○ 補償 申請が行われず 、 ま た上記の よ う な補償 申請を予定 したや り 取 り も 行わ

れずに損害賠償請求等のみが行われた場合、 運営組織 と して はそ の事実 を確認

す る こ と ができ ないが 、 そ の よ う な事案が一定数存在する も の と 見 られ る 。

イ . 原 因分析報告書が送付 された事案に お け る損害賠償請求等の状況

○ 本制度では 、 補償対象 と 認定 さ れた事案につ き 、 脳性麻痺発症の原因分析を

行い 、 補償対象 と 認定 さ れてか ら約半年か ら 1 年後 に 当該分娩機関お よび保護

者に原因分析報告書を送付 してい る 。

○ 補償対象 と 認定 さ れた 2 5 2 件の 内 、 損害賠償請求等が行われた事案は 1 8

件 ( 7 . 1 % ) であ る が 、 2 5 2 件の 中 で 、 平成 2 3 年 1 2 月 末ま でに原因分析報

告書が送付 された事案は 8 7 件で あ り 、 こ の 8 7 件の 内 、 損害賠償請求等が行

われた事案は 8 件 (9 . 2% ) で あ る 。

○ こ の 8 件の内 、 原因分析報告書送付後に損害賠償請求等が行われた事案は 2

件であ る 。
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○ なお 、 原因分析報告書受領後 、 す ぐに は損害賠償請求等に発展 し ない場合 も

考え られる こ と か ら 、 報告書送付か ら 半年以上経過 してい る事案に限定する と 、

平成 2 3 年 1 2 月 末時点で報告書送付か ら 半年以上経過 してい る事案 4 3 件の

内 、 損害賠償請求等が行われてい る事案は 2 件 (4. 7% ) であ る 。

○ 同様に報告書送付か ら 1 年以上経過 し て い る事案に限定する と 、 平成 2 3 年

1 2 月 末時点で報告書送付か ら 1 年以上経過 してい る事案 2 0 件の 内 、 損害賠

償請求等が行われてい る事案は 1 件 ( 5 . 0% ) であ る 。

○ 既に損害賠償責任が確定 してい る 2 件について は 、 1 件は報告書送付前に損

害賠償請求が行われた。 も う 1 件については 、 補償 申請前に損害賠償責任が確

定済みであ る 。

○ 今後 、 原因分析報告書送付後に損害賠償請求等に至 る 事案が一定程度増加す

る 可能性はあ る も の の 、 現在の と こ ろ 、 原因分析報告書が損害賠償請求等に影

響 し てい る と は必ず し も言え ない。

○ ま た 、 原因分析報告書送付後に損害賠償請求等に至っ てい る事案であ っ て も 、

報告書受領前か ら損害賠償請求を予定 して いた可能性 も あ り 、 原因分析報告書

が損害賠償請求等の き っ かけ に な っ たか否かま では 、 把握でき ない。

ウ . 原 因分析に関す る ア ンケー ト の結果に つ いて

○ 第 8 回運営委員会で報告 した ｢原因分析に 関する ア ンケー ト ｣ を 、 昨年 7 月 末

~ 8 月 に実施 した。

○ ア ンケー ト は 、 一昨年 (平成 2 2 年) 、 原 因分析報告書を送付 した 2 0 事例の

保護者お よ び分娩機関 (搬送元分娩機関 4機関 を含む) に送付 した。

○ 回答率は 、 分娩機関 7 0 % ( 1 7 /24 ) 、 保護者 4 0 % ( 8/2 0 ) であ っ た 。

○ 集計結果について は 、 回答数が限 られる こ と 、 特に保護者か ら は 8 件の回答 し

か得 られて いない こ と か ら 、 現時点で結論付け ら れる も のではないが 、 今後 も継

続的にア ンケー ト を実施する こ と と してい る 。

圓回 原因分析 々こ 関する ァ ンケー ト 回答集計表

工 . 訴訟件数の推移につ いて

○ 最高裁判所医事関係訴訟委員会が公表 してい る ｢ 医事関係訴訟事件の診療科

目 別既済件数 (平成 1 6 年~ 2 2 年) ｣ に よ る と 、 医事関係の訴訟件数は全体的

に減少傾向に あ る が 、 その 中 で も産婦人科の訴訟件数は 、 大幅に減少 してい る 。

○ 制度発足後の平成 2 1 年~ 2 2 年の産婦人科の平均訴訟件数は 、 86 . 5 件/年
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で 、 制度発足前の平成 1 6 年~平成 2 0 年の平均訴訟件数 134 . 8 件/年に比 し

て 、 約 35%減少 してい る 。 (全診療科におけ る減少幅は約 10% )

○ ま た 、 本制度発足直前の平成 1 9 年~ 2 0 年の平均訴訟件数 103 . 5 件に比 し

て も 、 約 16%減少 してい る 。 (全診療科におけ る減少幅は約 2% )

○ た だ し 、 本統計は 、 あ く ま で産婦人科全般にお け る 訴訟件数であ り 、 産科の

脳性麻痺事案に限定 した統計資料ではない こ と 、 ま た既済件数であ る た め 、 本

制度発足前の事案が大半を 占 めてい る 可能性 も あ る こ と か ら 、 本資料を も っ て

制度の検証資料 と する には 、 も う 数年を要する も の と 考え られる 。

l 《産婦人科訴訟件数の
l 平成 16 年~20 年 訴訟件数 : 674 件 [平均 1 34 . 8 件/年]

( 内 、 平成 19 年~20 年 訴訟件数 : 207 件 [平均 103 . 5 件/年] ) !

i 平成 2 1 年~22 年 訴訟件数 : 1 7 3 件 [平均 86 . 5 件/年1

< 表 6 > 産婦人科の訴訟 (既済) 件数

1 5 7 瓱創

ル/ ＼
＼

1 08

9 9

8 4 8 9

平 平 平 平 平 平 平

成 成 成 成 成 成 成

1 1 1 1 2 2 2

6 7 8 9 0 T 2

年 年 年 年 年 年 年

(最高裁判所医事関係訴訟委員会 ｢医事関係訴訟事件の診療科 目 別既済件数｣ を も と に作成)

1 2



( 3 ) 再発防止に資す る情報提供 と 産科医療の質の向上

○ 制度開始か ら約 3 年が経過 した現時点 において 、 脳性麻痺の発症数の減少等

の具体的な効果を定量的に示す こ と は困難であ る が 、 本制度において は 、 原因

分析お よび再発防止 と して 、 同 じ よ う な事例の再発防止や産科医療の質の向上

に 向 けた取組みを進めてお り 、 中長期的 に は同 じ よ う な事例の再発防止お よ び

産科医療の質の 向上に資する と 考え られる 。

○ こ の ため 、 現時点では 、 継続的 に取 り 組む こ と で将来的な効果につなが る と

考 え ら れる 、 原因分析お よ び再発防止にお け る 取組み状況について 、 取 り ま と

め る 。

ア . 原 因分析に お け る 取組み状況

○ 原因分析において は 、 分娩機関か ら提出 さ れた診療録等に記載 さ れてい る 情

報お よび保護者か ら の意見等に基づ き 、 医学的な観点か ら原因分析 を行 う と と

も に 、 今後の産科医療の質の 向上の た め に 、 同 じ よ う な事例の再発防止策等の

提言 を行 う こ と と し てい る 。

○ 具体的に は 、 原因分析報告書の 中 に ｢ 5 . 今後の産科医療向上の た め に検討

すべ き事項｣ の項 目 を設 けてお り 、こ の 中 で 、 今後 ど う すれば脳性麻痺の発症

を防止する こ と がで き る のか と い う 視点に立 ち 、 結果を知 っ た上で臨床経過を

振 り 返 り 、 脳性麻痺の発症を防止する た め に考え ら れる方策 を記載 してい る 。

l 《 ｢ 5 . 今後の産科医療向上のた めに検討すべき事項｣ の項 目 "
1 ) 当 該分娩機関におけ る診療行為について検討すべき事項

2 ) 当該分娩機関にお け る設備や診療体制について検討すべき 事項

3 ) わが国にお け る産科医療について検討すべき事項

【 学会 ･ 職能団体に対 して 】

【 国 ･ 地方 自 治体に対 して 】

○ 原因分析対象事例が発生 した分娩機関 には 、 上記の内容が記載 さ れた原因分

析報告書を送付 し 、 当該分娩機関におけ る診療行為や設備 ･ 診療体制につ いて

提言を行っ てい る 。

○ ま た 、 特定の地方 自 治体に対する提言が必要な場合には 、 当該 自 治体へ原因

分析報告書 (全文版) を送付 し 、 今後の取組みを要望 してい る 。

○ さ ら に 、 原因分析報告書は 、 高い透明性を確保する こ と 、 ま た 同 じ よ う な事

例の再発防止や産科医療の質の 向上を 図 る こ と を 目 的 と して 、 個人情報お よび

分娩機関情報の取 り 扱いに十分留意の上、 公表 してい る 。
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○ 具体的 に は 、 報告書の ｢要約版｣ を本制度の ホームページに掲載す る と と も

に 、 個人情報等 を マ ス キ ン グ した ｢全文版｣ について 、 一定の手続に よ り 開示

請求が あ っ た場合に開示を行っ てい る o

o ｢要約版｣ に は 、 原因分析報告書の 中 の ｢ 5 . 今後 の産科医療 向上のた め に

検討すべき事項｣ を基本的にはマ ス キ ン グ等を行 う こ と な く 全文掲載 してお り 、

誰で も 閲覧する こ と ができ る 。

0 ま た 、 ｢全文版｣ について も 、 こ れま でに 医療機関や医療関係団体、 報道機関

等か ら 5 9 件の 開示請求が行われ 、 産科医療の質の向上に 向 けた取組み等に活

用 さ れてい る 。

l参考資料 1 I

I参考資料 2 -

1 原因分析報告書 ｢全文版｣ (仮想事例)

2 原因分析報告書 ｢要約版｣ (仮想事例)

○ ま た 、 同一分娩機関にお け る 2 事案 目 (複数事案 目 ) の原因分析を行っ た結

果 、 1 事案 目 ( ま た は 2 事案 目 以降) の原因分析報告書で指摘 した事項等につ

いて ほ と ん ど改善がみ られない 、 も し く は 、 1 事案 目 の報告書の受領前の分娩

事案であ っ て も 、 同 じ よ う な事例の発生が繰 り 返 され る 恐れが あ る と 原因分析

委員会が判断 した場合には 、 原因分析委員会 と 運営組織の連名 にて ｢別紙｣ を

作成 し 、 分娩機関へ送付する原因分析報告書に添付する こ と で 、 2 事案 目 (複

数事案 目 ) であ る こ と を 自 覚 して も ら う と と も に 、 一層 の改善を求め る こ と と

してい る 。

○ さ ら に 、 半年後 を 目 処に 、 改善事項等に 関 し 、 そ の後 の取組み状況について

報告 を求めてい る 。

イ . 再発防止に お け る取組み状況

○ 再発防止の取組みにおいては 、 個 々 の事例情報を体系的に整理 ･ 蓄積 し 、 数

量的 ･ 疫学的な分析を行 う と と も に 、 医学的な観点に よ り 原因分析 された個々 の

事例についてテーマに沿 っ た分析を行い 、 こ れ ら の情報を再発防止に関する 報告

書等 と して取 り ま と め 、 国民や分娩機関 、 関係学会 、 行政機関等に提供する こ と

に よ り 、 同 じ よ う な事例の再発防止な ど産科医療の質の 向上につなげる こ と と し

てい る 。

○ ま た 、 産科医療関係者が こ の よ う な情報 を も と に再発防止に取 り 組む こ と に

よ り 、 国民の産科医療への信頼を高め る こ と を 目 的 と してい る 。

○ 原因分析委員会で原因分析 さ れた個 々 の事例情報を も と に 、 再発防止委員会

において 、 平成 2 3 年 8 月 に ｢第 1 回 産科医療補償制度 再発防止に関する報

告書｣ を公表 した。
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○ 具体的 に は 、 平成 2 2 年に原因分析報告書を公表 した 1 5 事例を も と に 、 個 々

の情報を体系的に整理 ･ 蓄積 し 、 数量的 ･ 疫学的な分析を行 う と と も に 、 4 つテ

ーマ ( ｢分娩中 の胎児心拍数聴取について ｣ 、 ｢新生児蘇生について ｣ 、 ｢子宮収縮

薬について ｣ 、 ｢臍帯脱出 について｣ ) を選定 し分析を行っ た。

○ 報告書の公表にあた っ て は 、 委員長に よ る記者会見を行い 、 ま た報告書を分

娩機関 、 関係学会 ･ 団体、 行政機関 、 本制度各委員会委員等に提供す る と と も

に 、 本制度のホームページに も 掲載 し 、 広 く 周知を図 っ た。

○ さ ら に 、 日 本医師会 、 日 本産科婦人科学会 、 日 本産婦人科医会 、 日 本助産師

会 、 日 本助産学会 、 日 本看護協会 、 日 本周産期 ･ 新生児医学会 、 日 本未熟児新

生児学会 、 消防庁救急企画室 (合計 9 団体) に対 して は 、 報告書に記載 してい

る ｢学会 ･ 職能団体に対す る要望｣ について 、 検討を依頼す る 旨の文書を発出

した 。

○ ま た 、 厚生労働省 よ り ｢『産科医療補償制度第 1 回再発防止に 関する報告書』

に 関する掲示用資料の活用 について ｣ (平成 2 3 年 9 月 1 5 日 付医政局総務課長

通知) が 、 都道府県、 保健所設置市、 特別区、 関係団体等宛に発出 された。

( 4 ) 産科医療提供体制の改善

○ 厚生労働省の ｢医師 ･ 歯科医師 ･ 薬剤師調査｣ にお け る 、 産婦人科の医師数

の推移は 、 表 7 の と お り であ る 。

○ 産婦人科医師数は平成 1 8 年ま で減少傾向 に あ っ た が 、 そ の後増加傾向 に転

じ 、 平成 2 0 年 、 平成 2 2 年 と 増加 してい る 。

○ 平成 1 8 年前後 に は 、 産科医不足の解消 に 向 けて厚生労働省 、 日 本産科婦人

科学会 、 日 本産婦人科医会等の多 く の 関係者において様々 な取組みが着手 さ れ

てい る 。

<表 7 > 産婦人科の医師数の推移

1 1 , 4 0 0

1 1 , 2 0 0

1 1 ' 00 0

1 0 , 8 0 0

1 0 , 6 0 0

1 0 , 4 00

1 0 , 2 00

1 0 ' 0 00

9 , 8 0 0

平成 1 2年 平成 1 4年 平成 1 6 年 平成 1 8 年 平成20 年 平成2 2年

(厚生労働省 ｢医師 ･ 歯科医師 ･ 薬剤師調査｣ を も と に作成)
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4 ) ヒ ヤ リ ング

岡井 崇 氏

原因分析委員会委員長

日 本産科婦人科学会副理事長お よび医療安全推進委員会委員長

昭和大学医学部産婦人科主任教授
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5 ) 主な検討課題 と 論点につ いて

○ 制度創設時の産科医療補償制度運営組織準備委員会におけ る ご意見 、 お よ び

制度開始以降に様々 な関係者か ら 寄せ られた ご意見等 よ り 、 制度見直 し みこ おけ

る検討課題 と 現状、 主な論点について 、 資料 2 の と お り 取 り ま と めた 。

瞳擢國 制度見直 し にお るナ る 主な検討課題 と論点

○ 今後 、 本制度に 関係する有識者や補償 申請を行っ た分娩機関 、 患者の保護者

等か ら の ヒ ヤ リ ング等 を予定 してお り 、 それ ら も 踏ま え 、 検討課題等について

改め て整理 してい く 。
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原因分析に関するアンケー ト
回答集計表

アンケート返送数 : 1 7/24

寂 、 ･ な 70 . 8%< 分娩機関 > 返送率 ; 70 . 8%
口 象

　 　 　　　　　　　　　 　
問楊群分析報告書｣ の内容について納得できました - - …( 3 ) どち ら とも言えない 0

1

問 o 鯛鱈聟離酵聽るの内原容滕脳椦溌磨 ( 2 ) だ し ≦たい塵だっ 1 2

　
になる前の認識と同 じでしたか 。

2

問4 霊髪衾不斤報告書の内容について 、 ご家族と話をされま ( 2 ) まあまあ話をした( 3 ) ほ とんど話をしていない 2

3

因分析報告書によって 、 ご家族との関係に変化は ( 3 ) 特に変化はなかった
りましたか 。 ( 4 ) 少 し関係が悪化した

問5
0

0

9

( 2 ) まあまあ良かった

因分析が行われたことは良かったですか 。 ( 3 ) どち ら とも言えない問6 3

　( 4 )… - り ば かっ こ - - ｣

こ対するご家族からの不信

間7 麟努鮴粥農驚醜れ点摘ま姦繕明義搬 麩琴襲威漉鰤“繃た●と
回答可 )

4

8

または ( 5 ) を選択された方にお聞きします 。

て良 くなかった点 は何ですか 。 (複 』 □ ヱ "話. " 〆 尹 富 ~ ~ ‐　 　 　問 8
数回答可 ) 、 こ と

原因分析報告書を院内でどのように周知 、 活用 しまし
9

0
問 9 たか 。

｢ 5 .

こつ いて き へ (

問 1 O 露爵字焚きぴ豊謙遜閣議礬製糖鞆篝樽霧室見鵜謙っ纈# ( 3 ) {鞄対応していなし ･
況を教えて〈ださ し 、 。 ( 4 ) その他

1

0



アンケー ト返送数 : 8/20

、反 浜 ･ \ 40 . 0%

1 く に こ

回答数

問 1
｢原因分析報告書｣ の内容について理解できま したか
(難しくあ りませんでしたか ) 。

( 児の 父母でそれぞれ異なる 回 答をしたものあ り )

( 1 ) よ く 0

( 2 ) だいたい理解できた 7

( 3 ) どち ら とも言えない

( 4 ) あま り理解できなかった (難しかった )

( 5 ) まったく理解できなかった (非常に難しかった ) Ẑnvnv
問 2

原因分析報告書がお手元に届 くまでの期間 はどのよ
うに感じましたか 。

( 1 ) とても早いと感じた

( 2 ) 早い と感じた

( 3 ) 普通だった 3

( 4 ) 遅い と感じた 3

( 5 ) とて毛 ;匡 、と威 rを 0

問 3
原因分析報告書をご覧になる際に ｢医学用語の解説｣
は利用 されましたか 。

( 1 ) かなり 利用 した 6

( 2 ) 少 し利用 した

( 3 ) ほ とんど利用 しなかった

( 4 ) まったく T “ “ ｣ ““ -J に 0

問 4 ｢医学用語の解説｣ は 、 わか りやすい内容でしたか 。

( 1 ) とてもわか り やすかった

( 2 ) まあまあわか り やすかった

( 3 ) どち ら とも言えない

( 4 ) 少 しわか り にくかった

( 5 ) とてもわか り にくかった クム̂さりムJI-nv
問 5

『 医学用語の解説｣ に載っていなかった用語で、 載せて欲し
いと思った用語 (解説が必要な用語) があ り ま したら教えて〈
ださい 。

0図などがあれば 、 わか りやすいと思うことがあった 。

問 6

｢ 家族からの疑問 ･ 質問に対する回答 ｣ は 、 わか り やす
い回答でしたか 。

( 1 ) とてもわか り やすかった 0

( 2 ) まあまあわかり やすかった

( 3 ) どち ら とも言えない

(4 ) 少 しわか り にくかった

( 5 ) とてもわか り にくか った

4サクム11
･

｢ 読 " ' ‘ “ ↑ hv n d- - "J" ･ 員 向 ｣ が行か ノたため . 回答か三 白 ヒ

問 7

お子様の脳性麻痺の原因等について 、 原因分析報告
書に記載されている内容は 、 原因分析報告書をご覧
になる前の認識と同 じでしたか 。

( 1 ) まったく同 じだった 0

( 2 ) だいたい同 じだった 6

( 3 ) かな り異なっていた 0

( 4 ) まったく異なっていた 0

2( 5 ) わからない

間8
原因分析報告書の内容について 、 分娩機関と話をさ
れま したか 。

( 1 ) 十分 l ｣話をした 0

( 2 ) まあまあ話をした

( 3 ) ほ とんど話をしていない

l

0

( 4 ) まったく話券していない 7

間 9

原因分析報告書をご覧になった後に 、 分娩機関や医
療スタッフへの信頼について 、 保護者の方のお気持ち
に何か変化はあ りましたか 。

( T ) とても良いほうに変化した 1

( 2 ) 少 し良いほうに変化した 1

( 3 ) 変化 はなかった 3

( 4 ) 少 し悪いほうに変化した 2

( 5 ) とて ふ 爾 - ~ 隊 フ ム ナ ! ! ′ L実 1

問 1 0 原因分析が行われたこ とは良かったですか 。

“ ) とても良かった 1

3( 2 ) まあまあ良かった

( 3 ) どち ら とも言えない

( 4 ) あま り 良 くなかった

2

2

( 5 月F営十 崑 〈なかった 0

問 1 1

問 1 0で ( 1 ) または く 2 ) を選択された方にお聞き しま

す 。 原因分析が行われて良かった点 は何ですか 。 (複
数回答可 )

( ○ 原因がわかったこと 2

( 2 ) 分娩機関や医療スタッフ に対する不信感が軽減した
こと

0

( 3 ) 第三者によ り 評価が行われたこと

( 4 ) 今後の産科医療に役立つこと

( 5 ) その他

4

3

2

問 1 2

問 1 0で ( 4 ) または ( 5 ) を選択された方にお聞きしま
す 。 原因分析が行われて良くなかった点は何ですか 。
(複数回答可 )

く り 緬膊隊儼がよくわからなかったこと

( 2 ) 分娩機関や医療スタッフ に対するご家族からの不信
感が高まったこと

( 3 ) 公正 中立な評価だと思えないこと

1

2

1

( 4 ) 今後の産科医療に役立つとは思えないこと

( 5 ) その他

1

0



検討課題 現状 主な論点

1 . 補償対象範囲

l )補償対象基準

･ 以下のいずれかの基準を満たす
状態で出生した場合に、 補償対象

⑦在胎週数33週、 かつ出生体重
2, 000g以上

②在胎週数28週以上、 かつ低酸
素状況を示す所定の条件を満
たす場合(臍帯動脈血ガス値、
または胎児心拍数モニターの
徐脈や一過性徐脈)

･ 出生体重 ･ 在胎週数の基準の
変更の要否

･ 個別審査基準( ｢現状｣ に記載
している②の基準)の変更の要
否

2 )重症度
･ 身体障害者障害等級 1 級または2
級に相当する場合に、 補償対象

･補償対象とする重症度の変更
の要否

3 )除外基準

･ 以下のいずれかの除外基準に該
当する場合は、 補償対象外

1 )以下のいずれかの事由によっ
て発生した脳性麻痺
① 児の先天性要因
② 児の新生児期の要因 他

2 )児が生後6ヶ月 未満で死亡した
場合

･ 先天性要因、 新生児期の要因
に係る基準の変更の要否

･ 児が生後6ヶ月 未満で死亡した
場合に係る取り扱いの変更の要
否

2 . 補償額等

1 )補償額
･ 3 , 0 00万円

(障害程度等級、 生死等に関わら
ず一律)

･ 補償額の変更の要否

- ‐ ;.二 塁= ′十. ' h ･ …
1 陣吾梓 -ニ … )′ - m 屏韻奴止

の要否

2 )支払方式

･ 分割払方式
(準備一時金として600万円を支
払い、 補償分割金として児が
20歳になるまで、 毎年 1 2 0万円
を児の生死に関わらず支払い)

･ 支払方式の変更要否 (一時払
方式、 分割払方式、 年金払方式
等)

3 )掛金 1 分娩につき3万円 ･ 掛金の変更の要否

3. 調整の仕組み

･分娩機関が損害賠償責任を負う
場合は、 損害賠償金と補償金の調
整を行う。

.-【 ･ . ･ ｣ - ▲ 具L ‘ L ･凪 “｣ -

. 逼 畳 - - - ･ ｣ … ^ m .叶 を行わず、
当事者間での紛争解決結果に基づ
き調整を行う。

･ 原因分析委員会において重大な
過失が明らかと思料され、 調整委
員会において損害賠償責任ありと
判断された場合は、 補償金の返還
請求等を行う。

･ 調整の仕組みの変更の要否



検討課題 現状 主な論点

4 . 原因分析の
仕組み

･審査の結果、 補償対象と認定され
た事案全件につき原因分析を行
つo

5 . 組織体制

･ 煙害 ニ テ-である公益財団法人 日
本医療機能評価機構において、 審
査、 原因分析、 再発防止、 異議審
査、 調整の本制度の全ての機能を
担っている。

･ 組織体制の変更の要否

6 . その他

1 )補償原資に
剰余が生じた
場合の取り扱
し 、

･ 補償原資に剰余が生じた場合は、
制度の趣旨に照らして適切な使途
に限定して利用することとしており 、
将来の本制度の充実に資する使途
を検討する。

･ 欠損が生じた場合は補償原資の
確保を検討する。

2 )廃止時等預り
金 ( 1 00円 )

･掛金3万円のうち 、 1 分娩につき
1 00円を ｢廃止時等預り金｣ として別
立て管理している。

･ ｢廃止時預り金｣ は、 分娩機関の
廃止等により掛金の支払が不能と
なった場合に、 運営組織が補償責
任を引き継ぐための費用として費消
することができる。

･ 廃止時等預り金の単価( 1 00
円 )の変更の要否

･廃止時等預り金が剰余した場
合の使途

3)掛金対象週数
･在胎週数22週以上の分娩(死産
を含む)を掛金対象分娩としてい
る。

･ 掛金対象となる在胎週数等の
変更の要否

4 )訴権の制限

か 1- ■ ' “ - - されておらず、 児の保
護者は補償金を受け取った場合で
も戻 賣 稲 虞請求 &行 つことができ
る。 その結果損害賠償金が支払わ
れる場合は、 補償金との調整が行
われる。

･ 訴権の制限の可否および是非
の検討

5 )不服中立 ･
異議審査の
仕組み

一二. ふ &+ 国 ! - ｣.
･ 曾 ロ . - - r 三 春庇 狩具合、 補償
請求者(児の保護者)は不服申立を
行い、 異議審査委員会における再
書室を求める- とができる。



全文版ィ メ ージ 惨考資料 1 i

-事例番号 : 仮想事例 2 改訂版 -

原 因分析報告書

産 科 医療補償 制 度

原 因 分 析 委 員 会

1 . は じ め に

産科 医療補償制度 は 、 分娩 に 関連 し て発症 し た重度脳性麻痺の お子様 と ご家

族の経済的負担 を速やかに補償す る と と も に 、 脳性麻痺発症の原因分析 を行い 、

将来 、 同 じ よ う な事例 の発生 の 防止 に役立つ情報 を提供す る こ と な ど に よ り 、

紛争の 防止 ･ 早期解決や 、 産科 医療 の質の 向 上 を 図 る こ と を 目 的 と し て創設 さ

れま し た 。

こ の 報告書は 、 原 因 分析委員会 に おい て診療録等 に基づ き 医学的 な観点で原

因分析 し た結果 を ご家族 と 分娩機 関 にお届 けす る と と も に 、 今 後 の産科医療 の

質の 向 上の た め に 、 同 じ よ う な 事例 の再発 防止策等の提言 を 行 う た め の も の で

す 。

原 因分析は 、 責任追及 を 目 的 と す る の で は な く 、 ｢ なぜ起 こ っ た か ｣ な ど の原

因 を 明 ら か にす る こ と を 目 的 と し て お り 、 医学的評価は 、 検討すべ き 事象の発

生時に視点 を 置 き 、 そ の 時点 で行 う 妥 当 な妊娠 ･ 分娩管理は何か と い う 観点 で

行 っ て い ま す。 ま た 、 再発 防止策 の提言 は 、 結果か ら 振 り 返 る 事後的観点 も 加

え 、 様 々 な側面か ら の検討に基づ き 行 っ て い ま す。 ご家族の疑問 ･ 質 問 に対 し

て は 、 医学的評価の範癪 に おい て 可能 な 限 り お答 え し た い と 考 え て お り 、 回答

す る 場合は 、 別紙 に記載 し て お り ま すの で参考 に し て く だ さ い 。

注 ) 文 中 の ア ス タ リ ス ク ( * ) の つ い て い る 用 語は 、 医学用 語の解説に説明 が あ

り ま す。
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2 . 事例 の概要

事例 の概要は 、 当 該分娩機関お よ び必要 に応 じ て 関連 医療機 関 か ら 提出 さ れ

た診療録等の資料 (詳細 は 、 後記 『 関連資料 ｣ 参 照 ) に基づ い て作成 し て い る 。

ま た 、 妊娠 ･ 分娩経過等 について 、 家族か ら 異 な る 意見 が提 出 さ れた場合は 、

そ の 意見 を併記 し て い る 。

1 ) 妊産婦 に 関す る 基本情報

本事例 は 、 診療所 に お け る 事例 で あ る 。

■l歳の初産婦 。 身長■■ 。 m 、 入 院時体重■-k “ ( 非妊娠時
.l k “ ) 、 非妊娠時か ら 喫煙は な く 、 ア ル コ ール摂取 は ビール コ ッ プ 1 杯
/ 日 で あ っ た が 、 妊娠 中 は アル コ ール摂取 を し て い な か っ た 。 ア レルギー 、

既往歴 、 妊娠歴は と も に な か っ た 。

2 ) 今 回 の 妊娠経過

分娩予定 日 は平成.年1月 . 日 、 自 然妊娠 * で 、 予定 日 るま最終月 経 よ
り 決定 さ れた 。 当 該分娩機 関で妊娠 7 週 と 診断 さ れた後 、 妊婦健診 は定期 的

に受診 し て い た 。 血圧は 1 1 0 / 6 0 m m H g ~ 1 2 0 / 8 0 m m H g と 正

常域で 、 妊娠 3 1 週 で浮腫 ( + ) が 1 回 み ら れた が 、 尿 蛋 白 と 尿糖はみ ら れ

な か っ た 。 妊娠 1 1 週 よ り 2 8 週 ま で 、 便秘 の た め に酸化マ グネ シ ウ ム ( 制

酸 ･ 緩下剤 ) を 1 ~ 2 回/週 内服 し た 。 妊娠 3 0 週 の血液検査で貧血 * を認

め た た め (ヘモ グ ロ ビ ン値 1 0 . 6 g / d L ) 、 フ ェ ロ ミ ア ( ク エ ン酸第一

鉄ナ ト リ ウ ム 、 貧血改善薬 ) を 2 週 間 内服 し た 。 胎児発育は妊娠全期 間 で正

常範囲 内 で あ り 、 妊娠 4 0 週 0 日 の推定胎児体重は 3 2 1 9 g で 、 胎位 は頭

位 * で あ っ た 。 胎盤異常 * 、 臍帯異常 * や 羊水量異常 * は認め ら れて い な か っ

た 。

‐ 2 ‐
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3 ) 分娩の た め の入院時の状況

平成.年1月 1 日 ( 月 ) ( 妊娠 4 o 週 2 日 ) 妊産婦 は 、 前 日 の 午後
9 時 こ ろ か ら 不規則 な 陣痛 を 自 覚 し 、 午前 2 時 こ ろ に 陣痛 間欠 が 1 0 分 と

な っ た た め 、 当 該分娩機関 に電話 を し 、 午前 2 時 3 0 分 に受診 し た 。 内診

の結果 、 子宮 口 の 開 大 * が 3 c m で あ っ た た め分娩 に備 え て入院 と な っ た 。

4 ) 分娩経過

午前 2 時 3 0 分 か ら 1 時 間装着 し た分娩監視装置 * で は 、 胎児心拍数パ タ

ー ン は正常で 、 陣痛 が 7 ~ 8 分 間欠 * で み ら れた 。 午前 1 1 時 に 医師 に よ る

内診 が行われ 、 子宮 口 は 6 c m 関 大 で あ っ た 。 入院後 か ら 翌■l月 . 日 (火 )
(妊娠 4 0 週 3 日 ) の 午前 1 時 3 0 分 ま で 、 看護師が 1 時 間 ご と に ド ッ プ

ラ * で胎児心拍数を聴取 し た が 、 1 2 0 ~ 1 4 0 拍 /分で あ っ た 。 な お 、 家

族か ら み た経過 に よ る と 、 看護師が 1 時 間 ご と に胎児心拍 数 を ド ッ ブ ラ で

確認 し て い た が 、 午前 2 時 3 0 分 に は確認 さ れず 、 午前 3 時 に分娩監視装

置で胎児心拍数の確認が な さ れた と さ れて い る 。

午前 3 時 に 陣痛が 5 ~ 6 分 間 欠 と な っ た た め 、 看護師は分娩監視装置 を

装着 し た 。 午前 3 時 1 0 分 に 医師が診察 し た 際 、 子宮 口 は 8 ~ 9 c m 開 大

で あ っ た 。 医 師 は 、 微弱 陣痛 * と 診 断 し て人工破膜 * を 行 っ た と こ ろ 羊水 が

緑色 に混濁 * し て い た 。 午前 3 時 4 5 分 に は胎児心拍数基線 * が 1 5 0 拍 /

分で 、 最低値 8 0 拍 /分 、 約 6 0 秒持続の変動一過性徐脈 * が み ら れ 、 午前

3 時 4 9 分 に も 最低値 1 0 0 拍 /分 、 約 3 0 秒持続の変動一過性徐脈が み

ら れた 。 そ れ以 降 、 徐脈はみ ら れず 、 午前 4 時 2 5 分 に 医 師 は微弱 陣痛 と

判 断 し て 5 % ブ ド ウ 糖溶液 5 0 0 m L の 中 に ア ト ニ ン - 0 5 単位 ( オ キ シ

ト シ ン ･ 陣痛促進剤 ) を 混入 し 、 3 0 m L /時 間 で陣痛促進 * を 開 始 し た 。
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ア ト ニ ン点滴 は分娩終了 ま で 同 量で続行 さ れた 。

ア ト ニ ン 点滴 を 開始 し た 3 2 分後 、 午前 4 時 5 7 分 よ り 最低値 8 0 拍 /

分の変動一過性徐脈が 出現 し た 。 医 師 の診察では 、 児頭の位置 * は S p 士 0

~ 十 1 c m で 、 体位交換 * と 酸素投与が行われた が 、 胎児心拍数パ タ ー ン は

改善 さ れず 、 陣痛 の度 に最低値 8 0 ~ 9 0 拍 /分 、 4 0 ~ 5 0 秒持続す る

変動一過性徐脈が 出現 し た 。 午前 5 時 7 分 に 子宮 口 が全開 * と な っ た 。 午前

5 時 1 0 分 に 医師は急速遂娩 * が 必要で あ る と 判断 し 、 妊産婦 に吸 引 分娩 *

で児 を娩 出す る こ と を 口 頭 で説明 し た 後 、 吸 引 分娩 を 開始 し た 。 吸 引 分娩

開始後 の胎児心拍数パ タ ー ン に は 、 基線細変動 の減少 が み ら れた 。 2 0 分

間 の 吸 引 分娩で児 が娩出 に 至 ら な い た め 、 午前 5 時 3 0 分 よ り 吸 引 分娩 と

ク リ ス テ レル胎児圧 出法 * を併用 し た 。 ク リ ス テ レル胎児圧 出法は 医師の指

示 の も と 、 看護師 に よ っ て 実施 さ れ た 。 ク リ ス テ レル胎児圧 出法 を 開始 し

た午前 5 時 3 0 分以 降 の胎児心拍数モ ニ タ ー に は 、 断続的 に 8 0 ~ 9 0 拍

/分の 心拍数が記録 さ れ て い た 。 吸 引 分娩 開始か ら 児娩 出 ま で 、 2 ~ 3 分

間欠 の 陣痛の度 に 吸 引 分娩の 牽 引 が行われ て い た こ と か ら 、 少 な く と も 吸

引 分娩は合計 1 0 回 ( う ち 、 吸 引 単独 5 回 、 ク リ ス テ レル胎児圧 出法併用

5 回 ) 行 われた 。 午前 5 時 5 0 分 に児 を 娩 出 し 、 5 時 5 4 分 に胎盤が娩 出

さ れた 。

分娩所要時間 2 7 時間 5 4 分で 、 胎盤 に異常 は認め ら れず 、 臍帯巻絡 * 、

臍帯過捻転 * は認 め ら れ な か っ た が 、 羊氷混濁に よ る 卵膜の黄染 * が み ら れ

た 。 分娩時 出血量は 6 1 0 g 、 会陰切 開 * の創 に加 え会陰 2 度裂傷 * と 自室壁

裂傷 * が あ り 縫合術 * が施行 さ れた 。

5 ) 新生児期 の経過

児 は午前 5 時 5 0 分 に 出 生 し たび性別 はI児で あ っ た 。 出 生 時 の稀週

‐ 4 ‐
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数 は 4 0 週 3 日 で 、 体重 3 3 8 5 g 、 身長 5 3 . o c m 、 頭囲 3 4 . o c

m 、 胸 囲 3 3 . 5 c m 。 第一啼泣 * は認 め ら れず 、 皮膚 の色は全身蒼 白 で あ

っ た 。 ア プガー ス コ ア * は 1 分後 1 点 ( 心拍 L点 ) で 、 医 師 は直 ち にバ ッ グ ･

マ ス ク 丸こ よ る 陽圧換気 * を 行 っ た 。 1 分後 に あ え ぎ様の 呼吸が 出現 し た が 、

皮膚の色が改善 し な か っ た た め 、 午前 5 時 5 3 分 に 医 師 は新生児セ ン タ ー

への搬送が必要 と 判 断 し 、 近隣の 周 産期セ ン タ ーへ新生児搬送 を依頼 し た 。

5 分後 の ア プガー ス コ ア は 2 点 ( 心拍 1 点 、 呼吸 1 点 ) で あ っ た 。 午前 6

時 1 0 分新生児セ ン タ ーへ搬送 と な り 、 午前 6 時 2 0 分 に新生児セ ン タ ー

に到着 。 入院時体温は 3 6 . 0 ℃ 、 ′心 拍 は 1 1 0 回/分 、 呼吸 は あ え ぎ様

で 、 血圧 は測定不能 で あ っ た 。 臍帯動脈血ガ ス 分析値 * は 、 p H * 6 . 9 7

8 、 P 0 2 * 1 8 . 6 m m H g 、 P C 0 2 * 8 7 . 6 m m H g 、 B E * - 1 7 .

2 m E q / L で あ っ た 。 直 ち に気管挿管が行われ 、 人工呼吸器 * に よ る 呼吸

管理が行われた 。 循環動態 * の 維持の た め の 昇圧剤 * と 、 脳浮腫 * 予防 の た

め のマ ン ニ ッ ト ール ( D - マ ン ニ ト ール ･ 脳圧眼圧降下利尿剤 ) の 持続投

与が行われた 。 出 生 1 2 時間 後 に痙攣 * が 出現 し た た め 、 抗痙攣剤 に よ る 痙

攣の コ ン ト ロ ールが行われた 。 生後 1 日 目 の頭部超音波断層法 * で は 、 脳浮

腫の所見が認め ら れた 。 出 生 3 日 目 に 高 ビ リ ル ビ ン血症 * が 出現 し ( 血清 ビ

リ ル ビ ン値 1 9 . 2 m g / d L ) 、 光線療法 * が 2 4 時間実施 さ れ た 。 外傷 、

奇形は認 め ら れず 、 低血糖 * 、 新生児代謝ス ク リ ー ニ ン グ * の 異常 も み ら れ

な か っ た 。 生後 2 8 日 目 の 頭部 C T ス キ ャ ン * で は 、 低酸素性虚血性脳症 *

の所見 が認 め ら れた 。

6 ) 産褥期 の経過

妊産婦のバイ タ ルサ イ ン は正常 で 、 産褥 1 日 目 の採血でヘモ グ ロ ビ ン 1

1 . 6 g / d L と 貧血は認 め ら れず 、 子宮復古状態 * も 良好で あ っ た 。 会 陰
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の腫脹が産褥 3 日 ま で持続 し 、 ア ク リ ノ ール湿布 ( ア ク リ ノ ール水和物 、

殺菌消毒薬 ) が 行 われた が 、 会 陰自室壁血腫 * は認 め ら れ な か っ た 。 産褥 3 日

目 よ り 乳房 の ケ ア が 開始 さ れ 、 産褥 5 日 目 の 退院時に は 2 0 ~ 3 0 m L /

回 の 自 己搾乳 を 1 日 4 ~ 5 回行 っ て い た 。

7 ) 診療体制等 に 関す る 情報

当 該施設 は 、 許可病床数I.床 の 産婦人科診療所で あ る 。 平成■■年の
分娩件数ま■■■件で 、 そ の 内 帝王切 開 はl.件 、 母体搬送依頼■■件 、
新生児搬送依頼I件で あ っ た 。

陣痛室.床 、 分娩室.室 、 分娩室 の 内.室は手術室 と 兼用 し て い た 。 帝
王切 開 は通常 、 当 該 医療機関 の 医 師 が近隣産婦人科診療所の 医師に依頼 し

て 二人で行 う た め 、 帝 王切 開決定か ら 手術開始 ま で に は最短で も 1 時 間 、

最長で 2 ~ 3 時間 が必要で あ っ た 。 保育器.台 、 開 放型 ラ ジ ア ン ト ウ オ ー

マ ー■台 を備 え て いた 。
医 師 は 、 産婦人科専 門 医際 が 2 4 時 間体制 で外来診療 と 入院診療 に対

応 し て い た 。 看護 ス ら 力ま 、 常 勤看護師.名 、 常勤准看護師.名非常

勤看護師.名 で 、 二 交代制U の 勤務 を行 っ て い た 。 当 直時 間 帯 はI名 の看護
ス タ " に加 え ･ 緊急時に はォ ン ロ ツレで陥 が対応す る 体制J を と っ て ぃ
た 。

妊婦への 出産前教育は行われて お ら ず 、 近 隣の保健セ ン タ ー で開催 さ れ

て い る 両親学級への参加 を促 し て いた 。

今 回 の事例 に 関 わ っ た 医師は 、 経験年数が 2 0 年 の産婦人科専門 医 1 名

で あ っ た 。 看護 ス タ ッ フ は経験年数が 1 5 年 の 常勤看護師 と 経験年数が 4

年 の 常勤准看護師で 、 当 直 は 1 月 6 ~ 7 回 を 行 っ て い た 。 事例発生後 に院

内 で カ ン フ ァ レ ン ス 等 は行われな か っ た 。
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8 ) 児 ･ 家族か ら の情報

( 1 ) 児 ･ 家族 か ら み た経過 1 ) ~ 6 )

ご意見 と し て い た だ き ま し た事項につ き ま し て は 、 原 因分析報告書の

｢ 2 . 事例 の概要 ｣ に記載 し てお り ま す。

( 2 ) 分娩 で感 じ た こ と 、 疑 問 や説明 し て ほ し い こ と

ア . 人 工破膜は 、 通 常 ど う い う 時 に 行 われ る も の で 、 こ う い っ た ケ ー ス

は よ く あ る こ と な の か 、 ま た 、 私 の場合は必要だ っ た の か。

イ . 妊娠 4 0 週 3 日 の 午前 2 時 3 0 分 に胎児 心拍数の確認が さ れて い た

な ら 、 子供の異常 に早 く 気づ く こ と が で き た の か。

ウ . 胎児徐脈 を認め て い る 状況で 、 促進剤 を使用 し 、 吸 引 分娩や ク リ ス

テ レ ル胎児圧 出 法 を す る こ と は よ く あ る こ と な の か 。 今 回 、 そ れ に よ

っ て脳性麻痺 に な っ て し ま っ た の では な い か 。 帝王切 開 を し て いれば

脳性麻痺に な ら ず にすんだの で は な いか。

( 3 ) そ の他 、 ご意見

特に な し 。

3 . 脳性麻痺発症の原 因

本章 におい て は 、 脳性麻痺 と い う 結果 を知 っ た上で 、 脳性麻痺発症の原因 に

つ い て分析す る も の で あ る 。 脳性麻痺の根本的 な原因 に はい ま だ不明 な 点 が多

い が 、 現時点 において原因 と し て 考 え ら れ る も の をすべて列挙す る 。

1 ) 脳性麻痺発症の原因 の考察

= ) 分娩前の母体 お よ び胎児の状態 に つ い て

妊婦健診 を 定期 的 に受診 し て お り 、 血圧 、 尿 蛋 白 、 尿糖の検査で は 、

妊娠高血圧症候群 * を 発症 し て い る 所見はみ ら れず 、 そ の他 に も 脳性麻痺
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を 発症す る 原 因 と 推定 さ れ る 母体の異常所見 はみ ら れ な い 。

ま た 、 妊娠 4 0 週 0 日 の超音波断層 法に よ る 推定胎児体重が 3 2 1 9 g

と 正 常範囲 内 で あ る こ と か ら 、 胎児 の発育に異常 は な い 。 さ ら に 、 胎盤

の異常 、 臍帯 の異常 も な く 、 羊水量減少 な ど の所見 も み ら れ て い な い 。

よ っ て 、 分娩以前に は 、 脳性麻痺 を発症す る 原因 と 推定 さ れ る 胎児 の 異

常所見は認め ら れ な い 。

( 2 ) 分娩時 の胎児の状態 に つ い て

入院時の分娩監視装置 の記録 と 、 間 欠 的 に聴取 さ れ た胎児心拍数の記

録か ら 、 入院時か ら.I月 1 日 午前 3 時 4 5 分 ま で は 、 胎児心拍数パ タ
ー ン に異常は ない と 考 え ら れ る 。

午前 3 時 4 5 分 に 高度変動一過性徐脈 、 3 時 4 9 分 に は軽度変動一過

性徐脈が 出現 し て い る が 、 こ れ ら は臍帯圧迫 に よ る 可能性が 高 い 。 そ の

後 、 正常 な胎児心拍数パ タ ー ン に戻 っ て い る た め 、 こ の 時点 で急速遂娩

の実施が必要 と さ れ る よ う な 状態 で は な い と 判 断 さ れ る 。 し か し 、 分娩

経過 に よ っ て は 、 今 後 、 さ ら に 高度 な徐脈が 出現す る 可能性 を考慮すべ

き 状態 と 考 え ら れ る 。

午前 4 時 5 7 分 か ら 、 陣痛 の たび に変動一過性徐脈が 出現 し 、 午前 5

時 1 0 分 に担 当 医師 は胎児機能不全 * と 診断 し 、 急速遂娩が必要 と 判 断 し

た も の と 考 え ら れ る 。 一般 に 、 胎児機能不全 と 診 断 さ れ る 胎児心拍数パ

タ ー ン が み ら れた場合で も 、 胎児 の 状態 は必ず し も 低酸素性虚血性脳症

を 引 き 起 こ す よ う な 不可逆的 な悪化 に 陥 っ て い る わ け で は な い 。 本事例

で も 胎児心拍数パ タ ー ンか ら は 、 午前 5 時 1 0 分 に胎児 が不可逆的 な低

酸素状態 に な っ て い た可能性は低い と 判断 さ れ る 。

吸 引 分娩 が 開始 さ れ て か ら の 2 0 分 間 は 、 変動一過性徐脈が連続 し て

出現 し 、 基線細変動 が減少 し て い る こ と か ら 、 午前 5 時 3 0 分 の胎児 の
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状態 は 、 吸 引 分娩開始時 よ り も 悪化 し て い る 可能性が あ る 。 午前 5 時 3

0 分 か ら 断続的 に記録 さ れた胎児心拍数図 か ら 、 胎児心拍数 は陣痛間欠

期 に も 正常 に 回復 し て い な い と 考 え ら れ る 。 こ の こ と か ら 、 吸 引 分娩 と

ク リ ス テ レル胎児圧 出法 を 併用 し て い る 時 の胎児心拍数パ タ ー ン は変動

一過性徐脈では な く 、 持続的 な徐脈で あ る と 判 断で き る 。 持続的 な徐脈

が 出現 し て い る 時は 、 変 動一過性徐脈が 出現 し て い る 時 よ り も 胎児 の低

酸素状態 が進んでい る こ と が 多 く 、 午前 5 時 3 0 分以 降 の 吸 引 分娩 と ク

リ ス テ レル胎児圧 出 法 を 併用 し た 2 0 分 間 で 、 胎児 の低酸素状態が進行

し 、 胎児 は低酸素性虚血性脳症 を 引 き 起 こ す可能性の あ る 程高度 な低酸

素 ･ 酸血症*状態 に陥 っ て い た こ と が推察 さ れ る 。

( 3 ) 出 生後 の児の状態 に つ い て

出 生直後 よ り 、 筋緊張は な く 、 全身 チ ア ノ ー ゼ が あ り 、 呼吸 も 認め な

い 。 1 分後 の 心拍数 も 1 0 0 拍 /分以下 と い う 重度の新生児仮死 * で あ る 。

バ ッ グ ･ マ ス ク に よ る 陽圧換気 を行 っ て い る が 、 出 生 5 分以 内 に 自 発呼

吸 を認 め る よ う に な っ た も の の 、 そ れ は 弱 く 、 出生 5 分後 の ア プガー ス

コ ア は 2 点 で 、 5 分後 に も 筋緊 張 と チ ア ノ ー ゼ は改善 し て い ない 。 新生

児 の状態は 5 分後 も 出生直後 と 同様 に悪い状態 であ る 。

出 生 3 分後 に 、 新生児セ ン タ ーへの搬送が必要 と 判 断 し て連絡 し 、 出

生 2 0 分後 に搬送 と な っ て い る 。 新生児セ ン タ ー に て 呼吸管理 、 循環動

態の管理が行われて い る が 、 出 生 1 2 時 間 後 と い う 早期 か ら 痙攣 が認 め

ら れて お り 、 こ の 痙攣が生 じ て い る 段階は 、 すで に低酸素性虚血性脳症

の状態で あ っ た と 考 え ら れ る 。

一方 、 出 生後 に低血糖は な く 、 新生児代謝ス ク リ ー ニ ン グで も 異常 を

認 めず 、 ま た 出現 し た黄疸につい て は 、 光線療法に て軽快 し て お り 、 低

血糖 と 黄疸は脳性麻痺の原因 か ら は除外 さ れ る と 判断 さ れ る 。
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2 ) ま と め

本事例 の脳性麻痺発症の原因 は 、 分娩 中 の胎児心拍数パ タ ー ン の 変化 、

お よ び 出 生後 の新生児 の 状態 と そ の経過 か ら 、 児 は 出 生時 に は低酸素性虚

血性脳症の 状態 ま た は そ の 不可逆的 な前段階に あ り 、 こ の 低酸素性虚血性

脳症が脳性麻痺の原因 と な っ た可能性が 高い 。

低酸素性虚血性脳症が いっ生 じ た か の推定は難 し い が 、 吸 引 分娩開始前

の胎児 の状態 は低酸素性虚血性脳症 を 生 じ さ せ る 程高度 の低酸素状態 と は

考 え難 く 、 胎児 は吸 引 分娩 の施行 中 、 特 に ク リ ス テ レ ル胎児圧 出法 を 併用

し て急速遂娩が行われた こ ろ に状態 の悪化が進み 、 低酸素性虚血性脳症 ま

た はそれに至 る こ と が 回避で き な い程度 の 高度 な低酸素状態 に陥 っ た 可能

性が 高い と 推察 さ れ る 。 ま た 、 胎児 の低酸素状態は 、 繰 り 返す臍帯圧迫 に

よ り 生 じ た可能性が 高 く 、 そ れ に 長時間 の 吸 引 分娩 と ク リ ス テ レル胎児圧

出法に よ る 負荷が加 わ り 増悪 し た 可能性が考 え ら れ る 。

4 . 臨 床経過に 関す る 医学的評価

本章にお け る 医学的評価は 、 妊娠 ･ 分娩等 の 臨床経過 を 時間 的経過 に沿 っ て

段階的 に分析 し 、 診療行為等が行われた 時点 の 当 該分娩機関 で の診療体制下 に

おい て の妊娠 ･ 分娩管理 、 診療行為等 を 医学的根拠を示 しつつ評価す る も の で

あ る 。

1 ) 臨 床経過に 関す る 医学的評価

( 1 ) 妊娠経過

妊娠経過 中 の 管理は一般的で あ る 。

( 2 ) 入院か ら 微弱陣痛診断の前 ま で

妊娠 4 0 週 2 日 の 午後 2 時 3 0 分 、 子 宮 口 は 3 c m 開 大 し 、 1 0 分 ご

10 ‐



-全文版イ メ ー ジ-

と の 陣痛 がみ ら れ て お り 、 分娩 開始 と 診断 さ れ入院 し て い る 。 入院直後

に 1 時間装着 し た分娩監視装置で は 、 陣痛お よ び胎児心拍数に異常は認

め ら れず 、 そ れ以降 、 妊娠 4 0 週 3 日 の 午前 1 時 3 0 分 ま で は 1 時間 ご

と に胎児心拍 が ド ッ プ ラ で聴取 さ れ 、 そ の後 、 同 日 午前 3 時 に分娩監視

装置装着 さ れ る ま で 、 1 時間 3 0 分の 間隔 が あ る 。

胎児心拍数の聴取 に 関 し て 、 WH 0 (世界保健機関 ) は 、 分娩第 1 期

で は 1 5 ~ 3 0 分 ご と に 行 う こ と が 一般的で あ る と し 、 ま た ｢ N e w エ

ッ セ ン シ ャ ル産科学 婦人科学 ｣ で は 、 低 リ ス ク 例 の分娩第 1 期 に は 3

0 分 ご と に聴取す る こ と が推奨 さ れて い る の で 、 一般的で な い と い う 意

見が あ る 。 一方 、 分娩第 1 期 に お け る 胎児心拍数聴取の 間 隔 は 、 陣痛 の

強 さ や分娩進行状態 な ど よ り 決定 さ れ る べ き も の で 、 本事例で は 、 陣痛

が弱 く 、 分娩 の進行 も 遅れて い た こ と 、 ま た それ ま で の経過 中 に胎児 心

拍数の異常が一度 も 認め ら れ な か っ た こ と か ら 、 一概 に聴取間 隔 を決め

る こ と は必ず し も 最善の分娩管理 に はつ な が ら な い と い う 意 見 も あ り 、

胎児心拍数聴取の 間 隔について の 医学的妥 当 性に は賛否両論が あ る 。

( 3 ) 微弱 陣痛診断か ら 陣痛促進剤の 開始 ま で

ア . 微弱 陣痛 の診断 に つ い て

微弱 陣痛 と は 、 陣痛 が 弱 い こ と が原 因 で 、 分娩が順調 に進行 し な い

こ と で あ る 。

本事例 で は 、 妊娠 4 0 週 3 日 の 午前 3 時 1 0 分 に 医師が微弱 陣痛 と

診断 し て い る 。 こ の 時点で 、 陣痛 は 5 ~ 6 分 間欠で 、 子宮 口 は 8 ~ 9

c m 開 大 し て い る が 、 陣痛発来後約 2 5 時 間経過 し て い る 。 さ ら に 、

妊娠 4 0 週 2 日 の 午前 1 1 時 に子宮 口 が 6 c m 関 大で あ っ た こ と か ら

計算す る と 、 1 6 時 間 で 2 ~ 3 c m し か 開 大 し て い な い こ と に な る 。

通 常 、 子 宮 口 関 大 が 3 ~ 4 c m 以上 と な っ た 時点以 降で 、 1 時間 あ た
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り の 子宮 口 の 開 大速度 が 1 c m未満の場合 は 、 分娩 の遷延 が懸念 さ れ

る 。 ま た 、 初産婦の平均分娩所要時間 は 1 2 ~ 1 6 時 間 で 、 陣痛 が 開

始 し て か ら 3 0 時 間 以上経過 し て も 児 が 娩 出 し な い も の は 、 遷延分娩

と 定義 さ れ て お り 、 こ の 時点で分娩が遷延 し て い る と 判 断 し た こ と は 、

医 学的妥 当 性が あ る 。 さ ら に 、 子 宮 口 が 8 ~ 9 c m 開 大 し て い る 時 の

陣痛 間欠 は 2 ~ 3 分 が平均 と さ れて お り 、 陣痛 間 欠 が 5 ~ 6 分 で あ っ

た こ と か ら 、 微弱 陣痛 に よ る 分娩遷延 と 診断 し た こ と は 、 医 学的妥 当

性が あ る 。

. 人 工 破膜 に つ い て

微弱 陣痛 に 対す る 対応お よ び処置に つ い て は 、 ①水分摂取や食事摂

取 を促 し 、 妊産婦 の疲労回復 を 図 る 、 ②人工被膜 を行 う 、 ③ 陣痛促進

剤 を使用 す る 、 と い う 選択肢 が あ る 。 こ れ ら の ど の方法が選択 さ れ る

かは 、 個 々 の事例 の状況 に よ り 判 断 さ れ る 。

本事例 で選択 さ れた人 工破膜は 、 陣痛 を増強 し 分娩 を進行 さ せ る 目

的 で行われ る 処置で あ る が 、 羊水 が 流 出す る こ と に よ り 、 胎児心拍数

の異常が 出現す る こ と や 、 児頭 が骨盤内 に 陥入 し て い な い時期 に行 う

と 臍帯が子宮外に脱 出す る な ど の危険が あ る た め 、 人 工被膜 を行 う 場

合 に は胎児心拍数や胎児 と 臍帯 の位置 な ど を評価 し 、 慎重 に行 う こ と

が 一般的 な対応で あ る 。

本事例 で は 、 分娩監視装置が装着 さ れ 、 胎児心拍数 に異常 の な い こ

と と 子 宮 口 が 8 ~ 9 c m 関 大 し て い る こ と が確認 さ れた後 、 微弱 陣痛

の診断の も と に 陣痛増 強 を期待 し て 人工破膜が行われた 。 午前 3 時 か

ら 装着 さ れ た 分娩監視装置の記録で胎児 心拍数 は正常 で あ り 、 児頭 の

位置 に 関す る 診療録の記載は な い が 、 子 宮 口 が 8 ~ 9 c m 開 大 し て い

る こ と か ら 、 こ の 時点 で 、 陣痛増強 を 期待 し て 人工破膜 を行 っ た こ と

イ
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は 、 選択肢の ひ と つ で あ る 。

ま た 、 人工破膜時 に 羊水混濁 が認め ら れた が 、 胎児 心拍数は正常 で

あ る た め 、 直 ち に 処置が 必要 と い う わ け で は ない 。 た だ し 、 こ の後 、

胎児心拍数パ タ ー ン に異常が み ら れた 時に は 、 よ り 注意 が必要 と な る

こ と を 念頭におい て分娩管理を行 う こ と が 一般的 な対応 で あ る 。

本事例で は 、 羊水混濁 を確認 し た後 、 分娩監視装置 に よ る 連続的 な

モ ニ タ リ ン グ を し て胎児心拍数パ タ ー ン を観察 し た こ と は 、 一般的 な

対応で あ る 。

. 午前 3 時 4 5 分 、 4 9 分 の 変動一過性徐脈への対応 に つ い て

人工破膜の後 、 午前 3 時 4 5 分 と 4 9 分 に変動一過性徐脈が 出現 し

て い る 。 午前 3 時 4 5 分 に 出現 し た変動一過性徐脈は 、 最低値が 8 0

拍 /分で約 6 0 秒持続 し て い る た め 、 高 度 変動一過性徐脈 と 判断で き

る 。 続い て生 じ た 3 時 4 9 分 の変動一過性徐脈は 、 最低値が 1 0 0 拍

/分で 3 0 秒持続の た め 、 軽度変動一過性徐脈で あ る が 、 羊水混濁 も

伴 う こ と か ら 、 こ の よ う な胎児心拍数パ タ ー ンが 出現 し た場合 に は 、

さ ら に 高度 な徐脈が 出現す る 可能性 を考 え て分娩管理 を行 う 必要が あ

る 。 日 本産科婦人科学会 の周 産期委員会 は 2 0 0 8 年 の提言 と し て 、

心拍数基線 と 基線細変動 が正常で 、 高度変動一過性徐脈が 出現 し た場

合の対応処置 と し て 、 ①酸素投与や体位変換な ど の保存的処置 、 ②急

速遂娩の 準備 、 ③急速遂娩の実施 、 を提案 し て い る 。

本事例 で は 、 高度変動一過性徐脈の 出現が 一度 だ け で 、 胎児 の 状態

を 悪化 さ せやすい背景因 子が存在 し な い た め 、 直 ち に急速遂娩 を 実行

す る 必要 は な く 、 保存的処置 を行いつつ急速遂娩の 準備 を し て お く の

が 一般的 な対応 と 考 え ら れ る 。 急速遂娩 の方法 と し て は 、 吸 引 分娩 、

鉗子分娩 、 帝 王切 開 が あ る が 、 吸 引 分娩 と 鉗子分娩は子宮 ロ が全開 大

ウ
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と な っ て い る こ と が 必要条件 と さ れ て い る た め 、 子宮 ロ の 開 大が 8 ~

9 c m で あ っ た こ の 時点では帝王切 開 し か選択 で き な い 。 し た が っ て 、

本事例 に おい て は 、 午前 3 時 4 5 分 の 時点で は帝王切 開 の準備 を 開始

す る 必要が あ っ た が 、 帝 王切 開 の 準備 を 開始 し た か否 か につ い て は診

療録に記載が な く 、 評価 で き な い 。

. 陣痛促進剤の投与 に つ い て

陣痛促進剤 は 、 微弱 陣痛 と 診断 さ れ た場合 に 、 陣痛 を 強 く す る 目 的

で投与 さ れ る 。 本事例 で は 、 人 工破膜後 も 有効 な 陣痛 に至 ら ず 、 午前

4 時 2 5 分 に再度微弱 陣痛 と 診断 さ れ 、 陣痛促進剤 の 投与が 開始 さ れ

た が 、 午前 3 時 4 5 分 と 4 9 分 に変動一過性徐脈が 出現 し て い る こ と

か ら 、 陣痛が増 強す る こ と に よ っ て 、 よ り 高度 な徐脈 が 出現す る 可能

性 も あ っ た の で 、 陣痛促進 を行わずに も う 暫 く 経過 を観察す る こ と が

一般的 な対応 で あ る 。 し か し 、 子宮 口 が 8 ~ 9 c m 開 大で 、 あ と 1 ~

2 c m 開 け ば全開 と な る た め 、 例 え 胎児徐脈が生 じ て も 吸 引 分娩等 に

よ っ て急速遂娩が 可能 と 判断 し 陣痛促進 を選択 し た の で あれ ば 、 そ れ

は分娩が遷延 し て い る 本事例 の 管理方針 と し て 、 選択肢の ひ と つで あ

る 。

陣痛促進剤 の使用 に あ た っ て は 、 投与方法 、 投与量の基準 を遵守 し 、

分娩監視装置 を 装着 し て 、 過 強 な子宮収縮 と 胎児心拍 数パ タ ー ンの変

化 に 注意す る こ と が 必要で あ る 。 本事例 で は 、 分娩監視装置 を装着 し

た こ と は基準 内 で あ る 。 し か し 、 陣痛促進 開 始時の ア ト ニ ン の投与速

度は 1 ~ 2 m I U /分 ( 5 I U を 5 %糖液 5 0 0 m L に溶解 した 時 、

6 ~ 1 2 m L /時 間 ) と 示 さ れ て い る が 、 本事例では 、 3 0 m L /時

間 で 開始 さ れ て い る 。 ま た 、 陣痛促進 を 開 始す る こ と に つ い て 、 妊婦

へ説明 を行 っ て て い な い 。 し た が っ て 、 過 強陣痛が誘発 さ れた事実 は

ェ
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な い も の の 、 オ キ シ ト シ ン の 開始投与量 と 妊婦へ説 明 、 書面 で の 同意

を行 っ て い な い こ と は 、 基準か ら 逸脱 し て い る 。

( 5 ) 急速遂娩の決定か ら 児 の 娩 出 ま で

ア . 胎児 心拍数パ タ ー ン の 変化 と ア ト ニ ン の続行 に つ い て

午前 4 時 5 7 分 か ら 子宮収縮の度 に変動一過性徐脈が 出現 し 、 午前

5 時 1 0 分 に 担 当 医 師は 、 急速遂娩が 必要 と 判断 し て 吸 引 分娩 を行 う

方針 を 決定 し た 。 変動一過性徐脈の 出現 に対 し て 、 本事例で は母体酸

素投与 と 体位交換は行われて い た が 、 陣痛促進剤 は続行 さ れ た 。 産婦

人科診療ガイ ド ラ イ ン に は 、 ｢胎児低酸素状態の進展 が懸念 さ れ る 場合

に 、 陣痛促進剤 を使用 中 で あれば 、 薬剤 の投与 中止 を検討す る ｣ こ と

が 勧 め ら れて い る 。 し か し 、 本事例 で は 、 こ の 時 点で子宮 口 は概ね全

開 大 し 、 児頭 の位置 も S p 士 0 ~ 十 1 c m ま で 下 降 し て お り 、 担 当 医

師 が 吸 引 分娩 に よ る 児 の 娩 出 が 可能 と 判 断 し た の で あ る か ら 、 陣痛促

進剤 を続行 し た こ と は 、 選択肢 と し て あ り 得 る 。

イ . 吸 引 分娩 に つ い て

本事例 で は 、 午前 5 時 1 0 分 に早期 の児娩 出 が 必要 と 判断 さ れ急速

遂娩の方法 と し て 吸 引 分娩が選択 さ れ た 。 吸 引 分娩の適応 と し て 、 産

婦人科診療ガイ ド ラ イ ン に は 、 ①分娩第 2 期遷延例や分娩第 2 期停止

例 、 ②母体合併症や母体疲 労が重度 の た め分娩第 2 期短縮が必要 と 判

断 さ れ た場合 、 ③胎児機能不全の 三項 目 が挙 げ ら れて い る 。 ま た 、 吸

引 分娩 を行 う 際 の条件 と し て は 、 産婦人科診療ガ イ ド ラ イ ン に は 、 ①

妊娠 3 5 週 以 降で あ る こ と 、 ②胎児 の頭の 大 き さ が骨盤 を通過 で き な

い大 き さ で あ る と思われ る 所見 ( 児頭骨盤不適合 の 臨床所見 ) が な い

こ と 、 ③子宮 ロ が全部 開 い て い て ( 子宮 ロ 全 開 大 ) 、 破水 し て い る こ と

(既破水 ) 、 ④胎児 の頭が産道に入 っ て き て い て十分 に 下が っ て き て い
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る こ と (児頭が嵌入 し十分に 下降 し て い る こ と ) 、 の 4 点 が挙げ ら れて

い る 。

本事例 は 、 吸 引 分娩の適応 が あ り 、 ガ イ ド ラ イ ン が示す全て の条件

を満た し て い る こ と か ら 急速遂娩 と し て の 吸 引 分娩 は基準内 の処置で

あ る

し か し 、 2 0 分 間 に わ た っ て 吸 引 分娩 を行 っ た が児の娩 出 に至 ら ず 、

医 師 は 、 さ ら に 2 0 分 間 ク リ ス テ レル胎児圧 出法 を 併用 し て 吸 引 分娩

を続行 し た 。 吸 引 分娩は牽 出 力 に 限界 が あ り 、 手技 自 体 も 胎児 に負 荷

を か け る た め 、 産婦人科診療 ガイ ド ラ イ ン に は 、 総 吸 引 時間 は 2 0 分

以 内 に と ど め る と す る ｢ 2 0 分以 内ルール ｣ 、 吸 引 回数は 5 回 以 内 に と

ど め る と す る ｢ 5 回 以 内ルール ｣ を 考慮す る よ う 記載 さ れて い る 。 ま

た 、 o p e r a t i v e o b s t e t r i c s に は 、 ｢ 2 0 分 を越 え

て児が娩 出 に 至 ら な い場合 は 、 鉗子適位 な ら 鉗子分娩 、 あ る い は帝王

切 開 を行 う ｣ と 記載 さ れ て い る 。 こ れ ら の こ と か ら 、 2 0 分 間 に わ た

っ て 吸 引 分娩 を行 っ た後 、 鉗子分娩 あ る い は帝王切 開 に切 り 替 え な か

っ た こ と は 医学的妥 当 性が ない 。

ウ . ク リ ス テ レ ル胎児圧出 法の 吸 引 分娩 と の併用 に つ い て

ク リ ス テ レル胎児圧 出 法 は 、 吸 引 分娩の 娩 出 力 の補完に有効 で あ る

と さ れて い る が 、 子 宮破裂や母体 内臓損傷の危険 、 胎盤循環 の悪化 の

可能性 も 報告 さ れて お り 、 功罪 に つい て の エ ビデ ン ス が 乏 し い の が 現

状で あ る 。

し か し 、 ク リ ス テ レル胎児圧 出法は何回 も 施行す る も の では な く 、

も う 少 し で児 の娩 出 が 見込 め る 状態 で行 う も の で 、 吸 引 分娩で児 の娩

出 に至 ら な い場合 に は 、 ク リ ス テ レルの併用 に よ り 次 の 1 、 2 回 の 牽

引 で児 を 娩 出 で き る と の確か な判 断が な ければ施行 し な い の が一般的
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な 対応で あ る 。 ま た 、 施行 中 に胎児心拍数パ タ ー ン が悪化 し た場合 に

は 、 そ の 時点 で他 の急速遂娩 に方針 を変更す る こ と が 一般的 な対応で

あ る 。

本事例 では 、 2 0 分 間 に わ た っ て 吸 引 分娩 を行 っ た 後 、 さ ら に ク リ

ス テ レル胎児圧 出法 を併用 し た 吸 引 分娩 を 2 0 分 間 に わ た っ て繰 り 返

し た こ と は 医学的妥 当 性が な い 。

2 ) ま と め

妊娠経過 中 の 管理は一般的 で あ る 。 入 院 か ら 妊娠 4 0 週 3 日 の 午前 1 時

3 0 分 ま で は 1 時 間 ご と に胎児心拍 が ド ッ プ ラ で聴取 さ れ 、 そ の 後 、 同 日

午前 3 時 に分娩監視装置が装着 さ れ る ま で 、 1 時 間 3 0 分 の 間 隔 が あ る が 、

胎児心拍数の聴取間 隔 につい て の 医学的妥 当 性に は賛否両論 が あ る 。 微弱

陣痛 に よ る 分娩遷延 と 診断 し た こ と は 、 医 学的妥 当 性が あ り 、 陣痛増強 を

期待 し て人工破膜 を行 っ た こ と は 、 選択肢 のひ と つ で あ る 。 ま た 、 羊水混

濁確認後 、 分娩監視装置 に よ る 連続的 な モ ニ タ リ ン グ を し た こ と は 、 一般

的 で あ る 。 午前 3 時 4 5 分 に 高度変動一過性徐脈の 出現が一度 あ っ た 時点

で の対応 につ い て は 、 診療録に記載が な く 、 評価で き な い 。 人 工破膜後 も

有効 な 陣痛 に 至 ら ず 、 陣痛促進剤 の投与 が 開始 さ れた が 、 分娩 が遷延 し て

い る 本事例 の 管理方針 と し て 、 選択肢の ひ と つ で あ る 。 オ キ シ ト シ ン の投

与 に 関 し て 、 分娩監視装置 を装着 し た こ と は 基準 内 で あ る が 、 オ キ シ ト シ

ン の 開始投与量 と妊婦へ説 明 、 書面 で の 同意 を行わ な か っ た こ と は 、 基準

か ら 逸脱 し て い る 。 徐脈 が み ら れた午前 5 時 1 0 分 以 降 、 陣痛促進剤 を続

行 し た こ と は 、 選択肢 と し て あ り 得 る 。 本事例 は 、 吸 引 分娩 の適応が あ り 、

ガ イ ド ラ イ ン が示す全て の条件 を満た し て い る こ と か ら 急速遂娩 と し て の

吸 引 分娩は基準 内 の処置で あ る が 、 2 0 分 間 に わ た っ て 吸 引 分娩 を行 っ た
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後 、 他 の急速遂娩 に切 り 替 えず 、 さ ら に ク リ ス テ レル胎児圧 出法 を併用 し

た吸 引 分娩 を 2 0 分 間 に わ た っ て繰 り 返 し た こ と は 医学的妥当性が な い 。

5 . 今 後 の 産科 医療 向 上 の た め に検討すべ き事項

本章 において は 、 今後 ど う すれば脳性麻痺の発症 を 防止す る こ と が で き る の

か と い う 視点 に立 ち 、 結果 を 知 っ た上で臨床経過 を振 り 返 り 、 脳 ′性麻痺 の発症

を 防止す る た め に 考 え ら れ る 方策 を提言す る も の で あ る 。 ま た 、 行政や学会等

に対 し て は 、 現在 の わ が 国 で の診療体制下では 困難で あ る が 、 将来 に 向 か っ て

必要 と 思われ る 提言 につ い て も 行 う も の で あ る 。 な お 、 提言 さ れた再発防止策

は 、 結果 を知 っ た 上で診療行為 を振 り 返 っ て の も の で あ る た め 、 妊娠 ･ 分娩時

の状況におい て は実施困難で あ る 方策 も 含 ま れ る こ と が あ る 。

1 ) 当 該分娩機関 に お け る 診療行為 に つ い て検討すべ き事項

ア . 本事例 に お け る 分娩進行の状況は 、 妊娠 4 0 週 2 日 の 午前 2 時 3 0

分 ( 入院時 ) の 子宮 口 の 開大 が 3 c m 、 午前 1 1 時 に は 開 大 6 c m 、

妊娠 4 0 週 3 日 の 午前 3 時 1 0 分 に は子宮 口 の 闘 犬 は 8 ~ 9 c m で 、

妊娠 4 0 週 2 日 の 午前 1 1 時以 降 の進行 は極 め て緩徐 で あ る 。 ま た 、

次 の診察 ま で の 間 隔が長 く 、 こ の 間 の ケ ア が不十分 と 考 え ら れ る 。 通

常 、 子 宮 口 の 開 大 が 3 ~ 4 c m 以上 と な っ た 時点以 降 、 1 時 間 あ た り

の 子宮 口 の 開 大速度 が 1 c m未満 の場合 は遷延分娩が懸念 さ れ る 。 し

た が っ て 、 こ の よ う な 事例で は 、 も う 少 し頻回 に診察 を行い 、 遷延分

娩 に 注意 し 、 陣痛 の観察 と 評価 を行 う 必要が あ る 。 ま た 、 産婦人科診

療ガイ ド ラ イ ン に よ る と 、 微弱 陣痛が原 因 と 考 え ら れ る 遷延分娩 に は 、

｢脱水 を補正す る 。 経 口 水分摂取 を勧 め る ｣ こ と が 推奨 さ れ て い る 。

よ っ て 、 陣痛 が微弱 と 判断 さ れ る 事例で は 、 水分補給等の妊産婦の ケ
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ア を 適切 に行い 、 遷延分娩の予防に努 め る 必要が あ る 。

イ . 本事例 で 、 妊娠 4 0 週 3 日 の 午前 3 時 4 5 分 に み ら れた よ う な胎児

心拍数の異常パ タ ー ン が 出現 し た 時は 、 - 旦そ れ が 消 失 し て も 分娩の

進行 に よ り 、 さ ら に重度な 心拍数異常が 出現す る 可能性を念頭に置 き 、

帝王切 開 が で き る 体制 を整 え る 必要が あ る 。 そ れが す ぐ に で き な い場

合は 、 母体搬送 も 考 え て お く べ き で あ る 。

ウ . 人 工破膜や陣痛促進 な ど の 、 そ れ に よ り 胎児 の 状態が変化す る 可能

性の あ る 診療行為 は 、 施設 の状況 を 考慮 し 、 人員 の少 ない夜 間 で は な

く 昼 間 の 時 間 帯 に行 う よ う に 心 が け る 必要が あ る 。

エ . 本事例での オ キ シ ト シ ン 点滴 開始時の投与速度 は 、 産婦人科ガイ ド

ラ イ ン の基準 に則 し て い な い 。 今後 、 陣痛促進剤 を使用 す る 場合は 、

投与量の基準 を遵守 し な ければな ら な い 。

オ . 陣痛促進剤 を使用 す る 場合や急速遂娩 を行 う 場合は 、 妊産婦 に対 し

書面 に よ る 同 意 を 得 る こ と が 望 ま れ る 。 緊急事態 を想定 し て 、 事前 に

書面で 同意 を得 る こ と も 一つ の方法で あ る 。

力 . 吸 引 分娩 を行 う 場合に は 、 ｢ 2 0 分以 内ルール｣ 、 ｢ 5 回 以 内ルール ｣

を 参考 に し 、 吸 引 分娩で児 の娩 出 が 困難な 時 に は 、 早期 に鉗子分娩か

帝王切 開 に切 り 替 え る 方 が 良い 。 ど ち ら も 不可能 な状況で あれば 、 母

体搬送 も 考慮す る 必要が あ る 。

キ . 吸 引 分娩 と ク リ ス テ レル胎児圧 出法 の併用 は 、 胎児への負荷 を 考慮

す る と 、 1 、 2 回 の 施行で児 を娩 出 で き る と 判 断 さ れた場合 に の み行

う べ き で あ る 。

ク . 本事例 の よ う に 、 羊水混濁 が み ら れ る 場合 は 、 胎便吸 引 症候群 の予

防の た め 、 気道 の胎便 を十分に 吸 引 し た後 に 陽圧換気 を行 う 必要が あ

り 、 吸 引 をせずに 陽圧換気 を行 え ば 、 児 の 状態 を よ り 悪化 さ せ る 可能

19 ‐



l全文版イ メ ー ジ-

性 が あ る 。 本事例で児 の気道吸 引 が十分 に行われた か ど う か につい て

は 、 診療録の記録が な く 不 明 で あ る が 、 も し担 当 医 が 新生児蘇生処置

に熟練 し て い な い の で あれ ば 、 日 本周 産期 ･ 新生児学会が行 っ て い る

新生児蘇生法講習会 を 受講す る こ と を 推奨す る 。

2 ) 当 該 分娩機関 に お け る 設備や診療体制 に つ い て 検討すべ き 事項

当 該分娩機関 は 、 医 師が 2 4 時 間体制 で診療 に あ た り 、 帝 王切 開 は 、 通

常 、 近 隣産婦人科診療所の 医師 に応援 を 依頼 し て行 っ て お り 、 現状 では帝

王切開決定か ら 手術開始 ま で最短で 1 時間 、 最長で 2 ~ 3 時間必要で あ る 。

し か し 、 帝 王切 開 を迅速 に行 う 必要 の 生 じ る 事例 も 存在 し 、 そ れへの対

応 と し て 地域の 医療機関 と の連携体制 が極め て重要 で あ る 。 ど の よ う な所

見がみ ら れた場合 に応援 を依頼す る の か 、 母体搬送 を行 う の か 、 分娩後 に

新生児搬送 を す る の か 、 小児科 医 師の 立会い を依頼す る の か な ど を普段か

ら 検討 し 、 対策 を 立 て て お く 必要 が あ る 。

3 ) わ が 国 に お け る 産科 医療 に つ い て 検討すべ き事項

( T ) 学会 ･ 職能 団体 に対 し て

ア . 医療従事者へ産婦人科診療 ガ イ ド ラ イ ン を周 知 さ せ 、 そ れ に 関す る

教育や研修 を行 う こ と に よ り 、 さ ら な る 知識 と 技術の修得お よ び安全

性の 向 上に努 め る よ う 指導す る こ と と 、 ガ イ ド ラ イ ン を逸脱 し改善が

必要 と 判 断 さ れた 医療従事者 に対 し て 、 ガ イ ド ラ イ ン の 周 知 の た め の

研修 を行 う シ ス テ ム の構築 に つい て 関係各学会 が検討す る こ と が望 ま

れ る 。

イ . 新生児蘇生法の普及が望 ま れ る 。

ウ . 胎児心拍数聴取の 間 隔 に 関す る 指針を検討 し 、 ガ イ ド ラ イ ン と し て

‐ 20 ‐



l全文版イ メ ー ジl

提示す る こ と が 望ま れ る 。

( 2 ) 国 ･ 地方 自 治体 に対 し て

全 国 の 地域の産科 医療施設 間連携 シ ス テ ム を 再点検 し 、 全て の 地域で

円 滑 な 医療連携が行われ る よ う に 体制 を整 え る た め の支援が望 ま れ る 。

6 . 関連資料

1 ) 本報告書作成に あ た っ て の基礎資料

①当 該分娩機関か ら 提 出 さ れた ｢ 外来診療録 ｣

② 当 該分娩機関か ら 提 出 さ れた ｢ 入院診療録 ｣

③新生児入院期 間 か ら 提 出 さ れた ｢入院診療録 ｣

④ 当 該分娩機関か ら 提 出 さ れた ｢診療体制等 に 関す る 情報 ｣

( 当 該施設 の設備や人員等 に 関す る 質 問 に 当 該分娩機関が 回答 し た も の )

⑤ 当 該分娩機 関か ら 提 出 さ れた ｢ 原 因分析に係 る 質問児主お よ び回答書 ｣

(診療録等 の 不 明 点等 につ い て の質問 に 当 該分娩機 関 が 回答 し た も の )

⑥ 当 該分娩機 関 か ら 提 出 さ れた ｢事例 の概要 につい て の確認書 ｣

⑦保護者か ら 提出 さ れた ｢今 回 の妊娠 ･ 分娩経過 な ど につい て の意見 ｣
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( 2 ) 日 本産科婦人科学会 , 日 本産婦人科医会 : 産婦人科診療 ガイ ド ラ イ ン産

科編 2 0 0 8 、 9 8 、 日 本産科婦人科学会事務局 、 東京 、 2 0 0 8

( 3 ) 世界保健機構 : W H O の 5 9 か条 お産の ケ ア 実践ガイ ド 、 8 4 、 農 山

漁村文化協会 、 東京 、 1 9 9 7
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3 ) 医学用語の解説 ( 別 冊 )

原 因 分析委員会 部会委員 名 簿

第○部会 部会長 ･ 産婦人科 医 0 0 0 0 ( 日 本産科婦人科学会 )

産婦人科 医 0 0 ○ ○ ( 日 本産科婦人科学会 )

産婦人科 医 0 0 0 0 ( 日 本産科婦人科学会 )

小児科 医 0 0 0 0 ( 日 本小児科学会 )

助 産師 00 0 0 ( 日 本助産師会 )

弁護士 00 ○ ○

弁護士 00 ○ ○
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l 事例番号 : 仮想事例 2 改訂版 ｣

原 因 分 析 報 告 書 要 約 版

産 科 医 療 補 償 制 度

原 因分析委 員会第●部会

. 事例の概要

初産婦 。 妊娠 4 0 週 2 日 、 妊産婦 は 、 陣痛 間欠 が 1 0 分 と な っ た こ と を 主

訴 に受診 し 、 入院 と な っ た 。 入院後 、 1 時間装着 さ れた分娩監視装置に よ る

モ ニ タ リ ン グ で は 、 胎児心拍数パ タ ー ン は正常 と 判断 さ れ 、 そ の後 は 、 1 時

間 ご と に 1 0 回 に わ た り ド ッ ブ ラ で胎児心拍数が聴取 さ れ 、 1 2 0 ~ 1 4 0

拍 /分で あ っ た 。 入院か ら 2 4 時間 4 0 分後 、 陣痛 間欠 は 5 ~ 6 分 、 子宮 口

の 関 大 は 8 ~ 9 c m で 、 医 師 は 、 微弱 陣痛 と 診断 し て 人工被膜 を行 っ た 。 羊

水 は緑色 に混濁 し て い た 。 人 ロ 被膜か ら 3 5 分後 、 変動一過性徐脈が 出現 し 、

4 分後 に も み ら れた が 、 そ れ以 降徐脈はみ ら れ な か っ た 。 徐脈 の 回復 か ら 3

5 分後 、 医 師 は オキ シ ト シ ン の 点滴 に よ る 陣痛促進 を 開始 し 、 分娩 ま で継続

し て投与 さ れた 。 オ キ シ ト シ ン の投与 を 開始 し た 3 2 分後 か ら 、 胎児心拍数

が 8 0 拍/分の変動一過性徐脈が 出現 し 、 そ の 1 0 分後 に子宮 □ が全開 と な

っ た た め 、 吸 引 分娩が ( 5 回 、 2 0 分 間 ) 行 われた が娩 出 に至 ら ず 、 さ ら に

ク リ ス テ レル胎児圧 出法 を 併用 し た 吸 引 分娩 ( 5 回 、 2 0 分 間 ) が 行 われ児

が娩 出 さ れ た 。 分娩所要時間 2 7 時間 5 4 分で 、 羊水混濁 に よ る 卵膜の黄染

がみ ら れた が 、 胎盤 、 臍帯 に形態異常は な か っ た 。

児 の在胎週数は 4 0 週 3 日 で 、 体重 は 3 3 8 5 g で あ っ た 。 ア ブ ガー ス コ

ア は 、 1 分後 L点 ( 心拍 1 点 ) 、 5 分後 2 点 ( 心拍 1 点 、 呼吸 1 点 ) で 、 臍帯

動脈血ガス 分析値は 、 P H 6 . 9 7 8 、 P 0 2 1 8 . 6 m m H g 、 P C 0 2 8
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7 . 6 m m H g 、 B E - 1 7 . 2 m E q / 1 で あ っ た 。 第一啼泣は認め ら れず 、

皮 膚 の色 は全身蒼 白 で あ っ た 。 医 師 は直 ち にバ ッ グ ･ マ ス ク に よ る 陽圧換気

を行 っ た 。 1 分後 に あ え ぎ様の 呼吸 が 出現 し た が 、 皮膚 の色 が 改善 し な か っ

た た め 、 近 隣の周 産期 セ ン タ ーへ新生児搬送 を依頼 し 、 新生児セ ン タ ーへ搬

送 と な っ た 。

新生児セ ン タ ー入院時 、 呼吸 は あ え ぎ様で 、 直 ち に気管挿管 が行われ 、 人

工呼吸器 に よ る 呼吸管理が行われた 。 血圧 は測定不能で あ っ た 。 生後 1 2 時

間 よ り 痙攣が 出現 し た 。 生後 1 日 目 の 頭部超音波断層 法で 、 脳浮腫の所見が

認め ら れた 。 生後 2 8 日 目 の 頭部 C T ス キ ャ ン で 、 低酸素性虚血性脳症の 所

見が認め ら れ た 。

本事例 は 、 診療所にお け る 事例 で あ り 、 産婦人科専 門 医 1 名 ( 経験 2 0 年 )

と 看護師 (経験 1 5 年 ) 、 准看護師 (経験 4 年 ) が 関 わ っ た 。

2 . 脳性麻痺発症の原 因

本事例 の脳性麻痺発症の原因 は 、 分娩 中 の胎児心拍数パ タ ー ン の変化 、 お

よ び 出 生後 の新生児 の状態 と そ の経過 か ら 、 児 は 出生時に は低酸素性虚血性

脳症の状態 ま た はそ の不可逆的 な 前段階に あ り 、 こ の 低酸素性虚血性脳症が

脳性麻痺の原 因 と な っ た 可能性が 高 い 。

低酸素性虚血性脳症が いっ生 じ た か の推定は難 し い が 、 吸 引 分娩 開始前の

胎児 の状態 は低酸素性虚血性脳症 を 生 じ さ せ る 程高度 の低酸素状態 と は考 え

難 く 、 胎児 は吸 引 分娩の施行 中 、 特 に ク リ ス テ レル胎児圧 出 法 を 併用 し て急

速遂娩が行われた こ ろ に状態 の悪化が進み 、 低酸素性虚血性脳症 ま た はそ れ

に至 る こ と が 回避で き な い程度 の 高度 な低酸素状態に 陥 っ た 可能性が 高 い と

推察 さ れ る 。 ま た 、 胎児 の低酸素状態 は 、 繰 り 返す臍帯圧迫 に よ り 生 じ た 可

能性が 高 く 、 そ れ に長時間 の 吸 引 分娩 と ク リ ス テ レル胎児圧 出法 に よ る 負荷
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が加 わ り 増悪 し た可能性が考 え ら れ る 。

3 . 臨床経過 に 関す る 医学的評価

妊娠経過 中 の管理は一般的 で あ る 。 入院か ら 妊娠 4 0 週 3 日 の 午前 1 時 3

0 分 ま で は 1 時間 ご と に胎児心拍 が ド ッ ブ ラ で聴取 さ れ 、 そ の後 、 同 日 午前

3 時 に分娩監視装置が装着 さ れ る ま で 、 1 時間 3 0 分 の 間 隔 が あ る が 、 胎児

心拍数の聴取間 隔 に つい て の 医学的妥 当 性 に は賛否両論 が あ る 。 微弱 陣痛 に

よ る 分娩遷延 と 診断 し た こ と は 、 医学 的妥 当 性が あ り 、 陣痛増強 を期待 し て

人工被膜 を行 っ た こ と は 、 選択肢の ひ と つ で あ る 。 ま た 、 羊水混濁確認後 、

分娩監視装置 に よ る 連続的 な モ ニ タ リ ン グ を し た こ と は 、 一般的 で あ る 。 午

前 3 時 4 5 分 に 高度変動一過性徐脈の 出現が一度 あ っ た 時点 での対応 につい

て は 、 診療録に記載が な く 、 評価で き な い 。 人 工破膜後 も 有効 な 陣痛 に 至 ら

ず 、 陣痛促進剤 の投与が 開始 さ れた が 、 分娩 が遷延 し て い る 本事例 の管理方

針 と し て 、 選択肢のひ と つ で あ る 。 オ キ シ ト シ ン の投与 に 関 し て 、 分娩監視

装置 を装着 し た こ と は基準 内 で あ る が 、 オ キ シ ト シ ン の 開 始投与量 と 妊婦へ

説明 、 書面 で の 同意 を 行 わ な か っ た こ と は 、 基準か ら 逸脱 し て い る 。 徐脈 が

み ら れた午前 5 時 1 0 分以降 、 陣痛促進剤 を続行 し た こ と は 、 選択肢 と し て

あ り 得 る 。 本事例 は 、 吸 引 分娩の適応が あ り 、 ガ イ ド ラ イ ン が示す全て の条

件 を満た し て い る こ と か ら 急速遂娩 と し て の 吸 引 分娩は基準内 の処置で あ る

が 、 2 0 分 間 に わた っ て 吸 引 分娩 を行 っ た 後 、 他 の急速遂娩 に切 り 替 えず 、

さ ら に ク リ ス テ レル胎児圧 出 法 を併用 し た 吸 引 分娩 を 2 0 分 間 に わた っ て繰

り 返 し た こ と は 医学的妥 当 性が な い 。

今後の産科医療向 上の ため に検討すべ き事項

1 ) 当 該分娩機関 に お け る 診療行為 に つ い て 検討すべ き 事項

4
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ア . 本事例 にお け る 分娩進行の状況 は 、 妊娠 4 0 週 2 日 の 午前 2 時 3 0

分 (入院時 ) の 子 宮 口 の 開 大が 3 c m 、 午前 1 1 時 に は 開 大 6 c m 、

妊娠 4 0 週 3 日 の 午前 3 時 1 0 分 に は子宮 口 の 開 大 は 8 ~ 9 c m で 、

妊娠 4 0 週 2 日 の 午前 1 1 時以 降 の進行 は極 め て緩徐 で あ る 。 ま た 、

次 の診察 ま で の 間 隔 が長 く 、 こ の 間 の ケ ア が 不十分 と 考 え ら れ る 。 通

常 、 子 宮 ロ の 開 大 が 3 ~ 4 c m 以上 と な っ た 時点以 降 、 1 時 間 あ た り

の 子宮 □ の 開 大速度 が 1 c m未満の場合 は遷延分娩が懸念 さ れ る 。 し

た が っ て こ の よ う な 事例 で は 、 も う 少 し頻 回 に診察 を行い 、 遷延分娩

に 注意 し 、 陣痛 の観察 と 評価 を行 う 必要が あ る 。 ま た 、 産婦人科診療

ガ イ ド ラ イ ン に よ る と 、 微弱 陣痛 が 原 因 と 考 え ら れ る 遷延分娩 に は 、

｢ 脱水 を補正す る 。 経 ロ 水分摂取 を勧 め る ｣ こ と が推奨 さ れ て い る 。

よ っ て 、 陣痛 が微弱 と 判 断 さ れ る 事例 で は 、 水分補給等 の妊産婦の ケ

ア を適切 に行い 、 遷延分娩の予防に努 め る 必要 が あ る 。

イ . 本事例で 、 妊娠 4 0 週 3 日 の 午前 3 時 4 5 分 に み ら れた よ う な胎児

心拍数の異常パ タ ー ン が 出現 し た 時は 、 - 旦それが消失 し て も 分娩の

進行 に よ り 、 さ ら に 重度 な 心拍数異常が 出現す る 可能性 を念頭に置 き 、

帝 王切 開 が で き る 体制 を整 え る 必要が あ る 。 そ れがす ぐ に で き ない場

合 は 、 母体搬送 も 考 え て お く べ き で あ る 。

ウ . 人 工破膜や陣痛促進 な ど の 、 そ れ に よ り 胎児 の状態 が変化す る 可能

性の あ る 診療行為 は 、 施設 の 状況 を 考慮 し 、 人員 の少 な い夜 間 では な

く 昼 間 の 時間 帯 に行 う よ う に 心 が け る 必要が あ る 。

エ . 本事例での オキ シ ト シ ン点滴 開始時の投与速度 は 、 産婦人科ガイ ド

ラ イ ン の基準 に則 し て い な い 。 今 後 、 陣痛促進剤 を使用 す る 場合は 、

投与量の基準 を遵守 し な ければな ら な い 。

オ . 陣痛促進剤 を使用 す る 場合や急速遂娩 を行 う 場合は 、 妊産婦 に対 し
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書面 に よ る 同意 を得 る こ と が 望 ま れ る 。 緊急事態 を想定 し て 、 事前 に

書面で 同意 を得 る こ と も 一 つ の方法で あ る 。

力 . 吸 引 分娩 を行 う 場合に は 、 ｢ 2 0 分以 内ルール ｣ 、 ｢ 5 回 以 内ルール ｣

を 参考 に し 、 吸 引 分娩で児 の娩 出 が 困難 な 時 に は 、 早期 に鉗子分娩か

帝王切 開 に切 り 替 え る 方 が 良 い 。 ど ち ら も 不可能 な状況で あれば 、 母

体搬送 も 考慮す る 必要が あ る 。

キ . 吸 引 分娩 と ク リ ス テ レル胎児圧 出 法の併用 は 、 胎児への負荷 を 考慮

す る と 、 1 、 2 回 の 施行 で児 を娩 出 で き る と 判 断 さ れた場合 に の み行

う べ き で あ る 。

ク . 本事例 の よ う に 、 羊水混濁が み ら れ る 場合は 、 胎便吸 引 症候群 の予

防の た め 、 気道 の胎便 を 十分に 吸 引 し た 後 に 陽圧換気 を行 う 必要が あ

り 、 吸 引 をせずに 陽圧換気 を行 え ば 、 児 の状態 を よ り 悪化 さ せ る 可能

性が あ る 。 本事例 で児 の気道吸 引 が 十分 に行われた か ど う か につ い て

は 、 診療録の記録が な く 不 明 で あ る が 、 も し担 当 医 が 新生児蘇生処置

に熟練 し て い な い の で あれば 、 日 本周 産期 ･ 新生児 医学会 が行 っ て い

る 新生児蘇生法講習 会 を受講す る こ と を 推奨す る 。

2 ) 当 該 分娩機関 に お け る 設備や診療体制 に つ い て 検討すべ き 事項

当 該分娩機関 は 、 医 師 が 2 4 時 間 体制 で診療 に あ た り 、 帝 王切 開 は 、 通

常 、 近 隣産婦人科診療所の 医 師に応援 を 依頼 し て行 っ て お り 、 現状で は帝

王切 開決定か ら 手術開始ま で最短で 1 時間 、 最長で 2 ~ 3 時 間必要で あ る 。

し か し 、 帝王切 開 を迅速 に行 う 必要の 生 じ る 事例 も 存在 し 、 そ れへの 対

応 と し て 地域の 医療機関 と の連携体制 が極 め て重要で あ る 。 ど の よ う な 所

見 が み ら れ た場合 に応援 を 依頼す る の か 、 母体搬送 を行 う の か 、 分娩後 に

新生児搬送 をす る の か 、 小児科 医師 の立会い を依頼す る の かな ど を普段か
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ら 検討 し 、 対策 を 立 て てお く 必要が あ る 。

3 ) わが国 に お け る 産科 医療 に つ い て 検討すべ き 事項

( 1 ) 学会 ･ 職能 団体 に対 し て

ア . 医療従事者へ産婦人科診療ガイ ド ラ イ ン を 周 知 さ せ 、 そ れ に 関す る

教育や研修 を行 う こ と に よ り 、 さ ら な る 知識 と 技術の修得お よ び安全

性の 向 上に努 め る よ う 指導す る こ と と 、 ガ イ ド ラ イ ン を逸脱 し改善が

必要 と 判 断 さ れ た 医療従事者 に対 し て 、 ガ イ ド ラ イ ン の 周知 の た め の

研修 を行 う シ ス テ ム の構築 につ い て 関係各学会が検討す る こ と が 望 ま

れ る 。

イ . 新生児蘇生法の普及が望 ま れ る 。

ウ . 胎児 心拍数聴取の 間 隔 に 関す る 指針 を検討 し 、 ガ イ ド ラ イ ン と し て

提示す る こ と が 望 ま れ る 。

( 2 ) 国 ･ 地方 自 治体 に対 し て

全国 の 地域の産科医療施設間連携 シス テ ム を再点検 し 、 全て の地域で

円 滑 な 医療連携が行われ る よ う に 体制 を整 え る た め の支援が望 ま れ る 。

‐ 6 ‐



　　　　　　　　　　
　　

　
　　　　　

　　
　

　　　　　　　　　　　　　　
　 =

“‐

,増
さ

メ.轢
け
讓
漱

ぎ
窮鰐霊

滋
蠅=

4
1
1

▲
,き

望
みゞ“

き
“

‐
●

武

三
園
誓
端

癒
彗粋

“虱園
弩熟

.繞謂
れ
圏

,が
h

.,一三
+

◆,
･

-
ゞ

4 ) ヒ ヤ リ ン グ

岡井 崇 先生



驚
く

、
.ゞ

“
訥

ナ
-“

'
約

,て
、

.
、
も

と
〕

‐
≦
に
も
ゞ

'
‘

‐
き

み
な

.
｢

･
･

ふ
ん

'-
#

｣
,

′
リ

'
#

洲
メ

aコ
　

　
　

　
　

リ
ム



: , l i l

　 　 　 　 　 　 　 　 　　　 　 　 　 　 　 　 　 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　

　 　　　　　　　　　　　　　　 　 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
･薄輻擁護或.

き

　 　 　 　 　

‐ ; な さ

医療水準 表現 語句

高 い ･ 優れてい る

･ 適確であ る

r ぞ ･ 医学的妥当社があ る

･ 基準内であ る

準　　　
　
　

　
療
高

医
,-

･ 優れてい る

･ 適確であ る

･ 医学的妥当社があ る

･ 基準内であ る

･ 一般的であ る

･ 選択肢のひ と つであ る

･ 選択肢 と し て あ り う る
し ‐f

･ 医学的妥当性は不明であ る (エ ビデ ン スが ない )

･ 医学的妥当性には賛否両論があ る

･ 選択 され る こ と は少ない‐ で -

･ 一般的ではない

･ 基準か ら逸脱 し てい る

･ 医学的妥当性がない

･ 劣っ て い る

･ 誤っ ている

3



. ~｣ “ - . ･ ･鑑璽 璧翼朧團“ロ . ~ ! ‐ - ‐に き い ‐- - " - "■囮 = m

　 　　　 　　　　き ふ ん ゞ ′ " - た . 謠
.- - メ メ ー ‐ ＼ 撥 ･

･ ｣ ‐ ･ - - ‐ ‐. - -

･ .‐ . ‐ . ･ ‘ ‐- ‐ ご ‐

翳と :

･ ‘ ‐ ‘ ′ 、

, “ ‘ . さ す. . . -- 、 中 、 . " ' - ‘ }- 治そ 、 一 一 計 こ 許 、 . 十 鼾 . ÷ " : ‘ -" き‘ メ コ , . ハ . - “

nY

　 　 　 　 　 　 　　
　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　

　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　　　 　　

　 　 　　

‐ □ □ こさ

挙

~ ‐ き

三 一 一 言 一 三 ふたこ せ- -

≦‐ ＼

ね . ･ん｣ , “ - 行い: ‐ ゞ“ さ さ べ. し - . ~、 き - ‐なぜ , テ キーメふき信三 " ＼ . はご

4



= : = 囚 = - 初 袰 蛔 間 @ “ ｣雌 。 “ ぬ　 　 　　 　　 　 　 　

ま 話し . - サ '蕊潴 彗
　 　　 　 　　　　

. ･ 轆巍ほ - - ･ 蜜 観ぜ ゞ漉

　　　　　　　　 　
し さ護
"ゞ;

-こみ｣ なぞ , 一対 一 ま.‘ → ‐ な ぜむご g ‘ いきこ ま . --･ ふむい て も ,

　 　 　　　 　　 　　 　　　 　 　 　 　 　 　　健野望霊園鬘 圏剥ぎ終 ‐. ･轟き も ~こ -君 主 ≦ コと 当 YL。と‐ JL , ~ ~ き れん ｣ △ ‐すね- ~ ぬき学ば燃. と も 一円 ~ ｣ ^ ℃ ‐
･ 議さ ･壺 - - デ 驚 き繃 峯 ;善導誘導を斧糧蓋≧ ノ ー 亭

.
-

-

　　　
　

　　
　
　
　

　　
　　　

　　
　

　　
　

　　
　

　

" ◆ " ^ 一 二 ひ 弱- - ‐ も ん-

　 　 　 　　　　　　　　　　　　 　　
、、 ' ｣

　 　 　 　　　　　　　　　　 　

‐ /

r‐ ノ ー

　　
, #. ′ ‐ 静

5



　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- - - ゞ - - - ‐ ‐ ' ‐＼ な し小馬湾rで

す .チー .

に釀働鬘蜂朧葹鬱種礎薹教養翔殿 ＼巍な

う ‐ ゞ " ゞ う す - ‘ - - ゞ 〆 ‘ ば ÷ 二 : ･ “ゞ ゞ すみ さぞ這 r 山 ト ＼ % ‘“ ･ニ ノニ に･ ' 霜 " ノキノ . - 、 弱 マ ナ‐鷲 - ‐ ↓ . - ‐ ‐ ‐

= 國 饗さを 蛾覆せな め 鰡 鵠 @ もぎ ~対さ ･開鑿.
　　　　　　　　　　　　

　
　　　　

　
　
　
　
　

　
\凌

ぐ礬
辯

ふき
-

もいY\
、,、

.-■ハ
ず,′r

′′

　　
　

　 　 　　　　　　　　　　　　　　
′ ′ な ｣ -

　 　 　 　　　　　　　　　　　　

･ 二′.↑"

わ- , .

諄々 ･
‐ ‐ ‐
‐』‐ ･･

　　 　　
　

6



▲
-

1
\

.
-I

.
･

　
　

　
　

　　
　

　
　

こ
そき

ぜ総
wキ

　　　
　　　

　

　
　
　
　

出野 . 毛 .
- - 一 理 せきさ‐三羽壽 唾 ■ 1 鼬略製どき‐ ~

　　 　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　 　　　　
　 　 　　

! " . - . T , .

き 蛍蘭醐嫌蝨融鏥讓転ぶ ~ '
　 　 　　

こ ご字
. て 五 , 議

　 　
　　 　

"亀 戸 .
て き

ゞ - ≦ .し . 、 一 . ゞ - - , . キ ー ~ . 〆 に 、 . 対 さ ; .謎 套 . み , い う . ゞ “ ｣ . - . ▲ . こご . ん * .≧

- , ^ , 〆 , し 字 ･ F . 婉が ,~ ‐ ‐ ' ＼ ' … - ~ ｣

　　　　　 　　　　　 　　　　　　　　　
ゞ｣‐ !き れ

. - ‐ 乱暴~ - - L 調鱗護鱗藁謎蜑鰯縫し騙せ - - - -

　　　 　　　 　 　　　
　 　　　　　　　　　　　　　 　\ - :'

　 　 　　　

ヂ ロ鑓は鬘廳総壷讃総勢晦穫更“丼麟則轄. -を'
ゞ ~ "“

　　　 　 　
も も

‐ テーな し ‘ ‐ …-ゞ “ " ‐ て な れ * ‐ ゞ二百 ~

7



. ･ ･ ･十一. ･ ▼ - - - ▲ ▲ ‘ ‐ ‐ ‘

　　　　　　　　　　　　　　 　
　 　 　

　 　　
　　　 　 　

弾
き

醇
~一
難

　　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　　

　
　

　
　

　　
　

　
　

Q
U

　
　
　　
　

震
度
三

ゞ~
.
≧

　
　
　
　
　
　

一=
.がだ

“
ぶ
ゞ.

,覊
ァ

ゞ;
“

′‐

ぬ
野

呂
÷

･
ネ

コ

ま
がい

,.′
,･.

ゞ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

･き
.
ざ

ま
ね
逸

.
\

き
'写
れ

糾
"

‘
“

~ なさミ
　　　　　　　　　　　　　 　

･ 【- - . - , " ‐ ゞ ＼ - - ｣ ｣ ÷

　　　　　　　　　　 　　

に
-
□

□

--
･鯖

-
,蝉
デ

ー｣
‐

"
~

･
~

‐
‐

%
,"

′
-

-

Q
U

--
~

~
＼

.き
,
さ

露
拝
送

　
　
　　

　
　

　
　

　
1

,塾
。･囃

しこれ執
著

.蜜
艶子
き

み.ふ〆
＼



聞 け 褶 : 豊 褶 = 困 = 困 ▼ ▼ - 聾 .

　　 　 　 　 　　 　　　 　 　 　
　 　　　　　　 　 　　　

^ ‐ ‐ 丸

‐ あ て･ムー 、 ノ ニ . : こが な ‐ ゞ - ＼ 屯 ゞ ‐ 〆〕 ‐ : ‐ ぶ ‐ ‐ ' ' -ふ き - -‐ ‐ * … - -

　 　 　 　 　 　 　

- -ミ. ‐ ‐ メノ.　 　 　 　 　　　　　　　　　 　　 　

M ' 鬘麓廟讓礬騒 ご壤

　　　 　 　 　

　 　　　　　　　　 　

　 　 　　　　　　 　　 　　　
、 洒釀麓斐蟻甕莚輻讓鰊いま . 三潴

　　　　　　　　　　

弱

鍵

1 0



‐ ふき誉 れ二ちまき等三協好きこ謡
　 　 　 　 　 　 　 　　 　　　　

　　　　　　　　　
　 　　　　　　　　　　　 　　

　　　　　　　　　

- を一導き
盪電猫幅諦糒蝕に淺卿顱舅燈ま で増

し きき

　
　
　

　　
　
　

　　
　

　　
護
機

-
、!

ゞJ
.

･

　　　　　　　　　 　

　　　　　　　　　

碑 麒顫糀醤鰯蜜顫獲隊電飾癩隣接‘
/Jねた己

　 　　　　　　　　　　　　　　
も 、辞

掛
壽

縫
　　
　
　

　
　　,み%

1
い/“

'寸
き
ざ

~脳
.涎

上
げ

ヌリ
キ

　　　
　　　

中そ
ご

･
〆

･;
,トラ轉

=

.も
ち

熱、
　　

　　
　
　

　　

　
　
　
　
　
　

＼
!

/′
%

き
きん

‐
′‐“昶

-
ゞ

‐"ゞ樽
夏

も
し

,せ
.ん

◆
,字

.、
.野

ト
ゞ

.ムす
ご

･-
-･･

･%
･,に

三
戸

へ



も
ん

･鬘
邇
茎窮

凋毫
密
胎

%壌鼈
増

〆逆
義
三
理

“窯
　

　　　　
　
　
　

　　
　
　
　
　
　
　　

　
　

　
　　

　
.,
き

談基瀝
こ

れ艶
門
濁

す
ム三
孃

　
　

　
　　

イ
ー
.I

に 凝癈妻 などふれ てき、 し き ‐ な け -

翻職贓顱嚢灘癲醸巍羨繭藁讓
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　

騨
嚢

議事



　 　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
厩 ‐ 之 、 一 二 , . ‐ゞ‐ 〆 - -

　 　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　
- 斧

嘉一きヤトミ む - - - ‐ ÷ ≦-

きき そ ぎこそ - す ご -いせ- - すま 彗‐ ‐ ぶち “ ゞ

　 　 　 　　　 　 　

膵臓熟淺醐鬮圓癖繊麗菫鞭鱗橇鬱癒轡鑄隧癪齦癰纖隧島 などごみ
袋マメ # ▲ ＼ ‐ - こ - - - - - - ･ ‐ "≦≦

-- - - - - - -- - - - - - - - - - -- -- ‐ ‐ -- - ‐ ‐ -

+ ‘語 法 - ･ つ げ ご さ ん ,.ゼ ギき隷 】 ◆ 弓臨ん ,椿 一 家 に 福 L "㈱ ゞ なでJゞ 尋 逡 ど - \｢-を W がふれ , 1

で,厭圏 蝮岬 - -導邇｣ @ ‘ F 糞礬朧煕 み - … ‐
- - - t- - - ‐ - - - - - - - - - - こげ聾蝋猛毒謹み 主題 -"薄弱詠 む蓼総轄に はベ アレ ム‐ じ い

　 　　　　　　　　　　　　　　　
襟認諾きさき、 - ‐

も
こ
讃
=

　
　こさ ‐主 な三 一ふむふしこれ三ふき ◆"

ん主義講演さきき熟ま1 きき開き そこ テ ー
lナノ .

- - , . ･ミ ー.

　 　 　 　 　 　　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　 　　
" - - ′ " “‐選挙霊鬘拭きさぞ鰐誤報ゞ三 .鼻議み裁ち詰むぜ ひ, ‐ - ‐ ■

1 3



. 〆 を｣
一 一- -- - I . - 等 .

　 　 　 　 　　　　 　 　 　 　

4
T

　
　
　

,を
こ

.
.

~


